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水 産 政 策 審 議 会 資 源 管 理 分 科 会  

第 1 2回 資 源 管 理 手 法 検 討 部 会  

議 事 次 第  

 

 

日 時：令和５年３月17日（火）13：00～18:11 

場 所：ＡＰ浜松町 Ｄ・Ｅルーム 

 

 

１ 開 会 

 

２ 議 事 

 （１）ヒラメ日本海北部系群に関する検討について 

 （２）ヒラメ日本海中西部・東シナ海系群に関する検討について 

 （３）その他 

 

３ 閉 会 
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○資源管理推進室長 予定の時刻となりましたので、ただいまから第12回資源管理手法検

討部会、ヒラメ日本海北部系群及びヒラメ日本海中西部・東シナ海系群を開催いたします。 

 私は事務局を務めます資源管理推進室長の永田です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 議事に入る前に、事務連絡、資料の確認等を行います。 

 まず、事務連絡です。本日は、Ｗｅｂｅｘを通じたウェブ参加の出席の方が多数おられ

ます。技術的なトラブルが生じるかもしれませんが、精いっぱい対応いたしますので、ス

ムーズな議事運営に御協力をお願いいたします。 

 また、この関係で会場の皆様にお願いですが、御発言がウェブ参加者にも伝わるように、

必ずマイクを通じて御発言を頂くようにお願いいたします。 

 ウェブ参加の参考人の皆様におかれましては、事前にメールで留意事項をお知らせして

いますが、発言を希望される場合には、Ｗｅｂｅｘのチャット機能、又は手を挙げる機能

を使って発言を希望する旨お知らせください。 

 コロナウイルス感染拡大防止のため、会場受付に置いてありますアルコール消毒を行っ

ていただくほか、手洗い、うがい、マスク着用をお願いします。発言の際もマスクを着け

たまま、マイクに向かってお話しいただくようお願いします。 

 次に、委員の出席状況について御報告いたします。 

 水産政策審議会令第８条第３項で準用する同条第１項の規定により、部会の定足数は過

半数とされております。本日は資源管理手法検討部会委員３名中３名、皆様が御出席され

ており、定足数を満たしておりますので、本日の資源管理手法検討部会は成立しているこ

とを御報告いたします。 

 続いて、資料の確認を行います。 

 議事次第、資料一覧、資料一覧に記載されている資料１から７までと、参考資料が１か

ら４までございます。 

 資料は以上ですが、漏れ等はございませんでしょうか。もし万が一、資料等に不足があ

る場合には、事務局にお知らせいただければと思います。 

 それから、報道関係の方、カメラ撮りはここまでとさせていただきますので、よろしく

お願いいたします。 

 それでは、議事進行を田中部会長にお願いします。 

○田中部会長 それでは、議事に入ります。 
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 資源管理手法検討部会は、検討の対象となる水産資源の特性及びその採捕実態や漁業現

場等の意見を踏まえ、論点や意見を整理することとされております。 

 本日は、ヒラメ日本海北部系群及びヒラメ日本海中西部・東シナ海系群について、関係

する漁業者等の参考人の皆様に御出席いただいております。誠にありがとうございます。 

 皆様からの御意見や情報を頂きながら、建設的な議論を行い、しっかりと論点や意見を

整理することが重要と考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 なお、参考人等の皆様は、資料２に詳細を載せておりますので、こちらで御紹介に代え

させていただきます。御了承くださいませ。 

 それでは、本日の議事について御説明いたします。 

 まず、日本海の北部と中西部に時間を分けて、それぞれ今から申し上げる議事を行いま

す。 

 初めに、国立研究開発法人水産研究・教育機構より、資源評価結果について御説明いた

だきます。その後、参考人の皆様から事前に書面で頂いておりますが、特に重要な点につ

いて御発言を頂く時間を設けたいと思います。 

 その後、水産庁より基本的な考え方に関して、説明を聴取いたします。この中で、参考

人及び意見表明者の皆様から、事前に書面で頂いております御意見の概要も紹介されます。

最後に、出席者の皆様と総合討論を行い、論点や意見の整理を行いたいと思います。 

 ここまでで御質問はございますでしょうか。 

 なければ、早速ですが、議事に入りたいと思います。 

 資源評価結果についての説明に先立ちまして、１月に開催された第３回、第５回資源評

価結果説明会について、事務局から説明をよろしくお願いいたします。 

○資源管理推進室長 これまで「新たな資源管理の推進に向けたロードマップ」に沿って、

ＭＳＹベースの資源評価が公表された水産資源につきましては、順次ＴＡＣ管理の検討を

開始してきたところです。しかしながら、資源管理手法検討部会やステークホルダー会合

においては、参加者から科学的な資源評価の内容が難しく、なかなか理解できないとの声

が上げられているところです。 

 これを踏まえまして、漁業者を始めとする関係者からの資源評価に対する理解促進と信

頼性向上を図るため、新たにＭＳＹベースの資源評価結果が公表された後、資源管理手法

検討部会の開催までの期間に、公開で研究機関からの資源評価結果の説明や意見交換を行

う資源評価結果説明会を開催することとしております。 
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 本日の議論の対象でありますヒラメ日本海北部系群及びヒラメ日本海中西部・東シナ海

系群につきましては、それぞれ１月18日に開催した第３回、それから１月25日に開催しま

した第５回において、対象として説明や意見交換を行ってきました。その議事概要につき

ましては、参考資料４として本日お配りしておりますので、御参照いただければと思いま

す。 

○田中部会長 それでは、水産研究・教育機構、木所副部長から、ヒラメ日本海北部系群

の資源評価結果について、説明をよろしくお願いします。 

○水研機構底魚資源部副部長 今、御紹介いただきました水産研究・教育機構の木所です。 

 私の方から資源評価結果について説明させていただきます。 

 資料はお手元の資料３、新たな資源評価と資料４、こちらの方は番号を振っておりませ

んけれども、ヒラメ日本海北部系群資源評価、これについて説明させていただきますけれ

ども、まず資料３、新たな資源評価につきましては、本日はお手元の参考資料というふう

にしていただければと思います。 

 それでは、資料４、今、画面に映っておりますけれども、このヒラメの絵が描いてある、

ちょっと資料番号がありませんけれども、これを基に説明させていただきますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

 それでは、次をお願いします。 

 まずは本系群の生物学的特性といいますか、分布域についてなんですけれども、本系群

はヒラメ日本海北部ですけれども、以前は兵庫県から青森県の日本海側を系群としていた

んですけれども、その後、漁獲量の変動特性とか、あと標識放流調査結果、そういったも

のを基にすると、やはり富山県から青森県の太平洋側も含めた、この地図にある分布域、

こういった方が適当であるということで、こういった範囲の分布するヒラメを対象に、資

源評価を行うということになっております。 

 次お願いします。 

 本系群の漁獲量の推移を、このように図で示しておりますけれども、これは1970年から

2021年までとなっておりますけれども、漁獲量につきましては、この図を見ていただけま

すとおり、まず初めに、1970年代前半から1980年代後半にかけて、大きく減少しているの

が分かるかと思います。ただ、その後はいろいろな規制なり、サイズ規制とか放流とか、

いろいろな取組もあったためか、その後は1990年代に大きく増加し、以降も増減を繰り返

しながらも、ほぼ一定となっているんですけれども、ちょっとここ５年ぐらいは緩やかに
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減少して、2021年の漁獲量は1,230トン、以前は2,000トンぐらいあったのに比べると、ち

ょっと減少しているという、そういった状況になっているのが分かるかと思います。 

 では、次のスライドをお願いします。 

 この漁獲量を県別に、どのように各県獲っているかということについて、紹介させてい

ただきます。本系群、先ほど系群区分をちょっと青森県から富山県としたため、ほとんど

漁獲量の半分ぐらいは青森県、これで占められているというのが分かるかと思います。 

 ただ、どの県も、大体先ほど示したような変動と同じように、やはり90年代にかけて減

少し、その後は急速に回復しているんですけれども、やはり近年、どの県も、緑で示す青

森県も、黄色で示す新潟県も、ちょっと減少しているかなという、そういったような状況

にあるということが分かるかと思います。 

 このヒラメ日本海北部系群の資源評価につきましては、こういった漁獲量のデータを中

心に評価するわけですけれども、その方法について若干紹介したいと思います。 

 次お願いします。 

 資源評価の方法ですけれども、基本的に漁獲量というものが非常に重要な情報になるん

ですけれども、漁獲量以外に、さらに、この図の一番左にありますけれども、漁獲物の体

長組成、要はどのサイズのものが獲られているかという、これももう一つ非常に大きな情

報になります。小さいものを獲っているのか、大きいものを獲っているのか、それによっ

て資源評価結果も大きく変わるということになります。 

 こういったサイズ組成を基に、真ん中にありますけれども、体長と年齢関係、このサイ

ズのものは何歳だという、そういったようなデータを基に年齢分解します。そうすると、

何歳の魚がどのぐらい獲られているかというものが分かります。この年齢別の漁獲尾数、

こういったものを作って、それを基に資源評価を行うという、この辺が一番本系群の重要

なデータとなっております。 

 ですから、各研究機関もこのサイズを測ったり、あと年齢分解して、それで年齢別漁獲

尾数を作る、この辺で非常に大きな労力を割いていると、そういったことになります。こ

のデータを基に解析するわけですけれども、次をお願いします。 

 まず先に、非常に重要なデータとして紹介いただきました年齢別漁獲尾数、それについ

て見てみたいかと思います。ここで青が１歳魚、オレンジが２歳魚、グレーが３歳で黄色

が４歳、緑が５歳以上の魚の年齢別の漁獲尾数を示しているところになります。 

 これを見ていただきますと、結構以前、2017年以前までは、１歳魚、２歳魚、オレンジ
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とか青のこういった、どちらかというと若齢のものが全体の半分以上を占めていたんです

けれども、その後は４割程度ということに減少し、近年はどちらかといったら、ここで示

していますけれども、グレーとか黄色とか緑の、どちらかというと高齢の魚の方の比率が

多くなっているということになります。ただ、漁獲尾数全体としては、先ほどの漁獲量同

様、減少傾向になっているということになります。 

 この年齢別漁獲尾数、これを基に資源量を推定するわけですけれども、簡単にその方法

について、エッセンスについて紹介したいと思います。 

 次お願いします。 

 魚といいますのは、いわゆる加入、漁獲対象になってから、漁獲によって死亡したり、

あとは自然によって死亡したりというふうに年々減少して、最後は寿命が来ていなくなる

ということになります。ここでこのコホート解析、先ほどの年齢別漁獲尾数を用いた資源

量推定としましては、要は最後にいなくなるまでに死亡した数、漁獲によって何匹ぐらい、

各年齢別にどのぐらい死んだか、自然に何匹死んだかという、その死んだ数を各逆算して、

高齢の位置から逆算して、最終的に２歳のときは何尾いたか、１歳のときは何尾いたか、

そういったような計算をして、全体の資源量を推定するという、そういった手法を用いて

おります。こういった手法を基に推定した結果を次に紹介します。 

 次お願いします。 

 その結果、推定しました年齢別の資源量、これは尾数ではなくて、資源量ですけれども、

その量の推移を示しております。これは先ほどの年齢別漁獲尾数というのが、やはりなか

なかデータを取るのが難しくて、99年以降しか取れていないので、99年以降の結果として

示しておりますけれども、若干増減はありますけれども、ほぼ横ばいで推移しているんじ

ゃないかと思います。 

 この資源量推定結果を見ていただけますとおり、近年、緑の５歳以上のものが多いとい

うのが分かるかと思います。ただ、この青で示しているのが、いわゆるその年の加入量で

すけれども、それはちょっとなかなか近年減っているのかなというのが分かるんじゃない

かと思います。 

 この辺につきまして、次お願いします。 

 今の年齢別の資源量を加入量と親魚量、いわゆる加入量というのは、その年生まれたも

のがどれだけ多かったかという、これも非常に重要な情報ですけれども、青いグラフ、そ

れが加入量、加入量のうちには天然のものと人工種苗、放流由来のもの、その二つがあり
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ますので、それを別々に示しております。それを見ると、先ほどちょっと紹介しましたけ

れども、近年、なかなか加入量が増えていない、ちょっと資源が減少傾向、生まれる数が

多くないよという、生き残りがよくないよという、そういったことを示しているんじゃな

いかと思います。 

 一方、この黒い折れ線グラフですけれども、これは親魚量、先ほどの年齢別漁獲尾数の

中でも２歳魚、３歳魚以上のもの、成熟して卵を産むものについて示したものですけれど

も、こちらの方は近年高齢魚が多い、その辺、漁獲圧が低下していることを示しているん

ですけれども、そういったこともあり、親魚量は増えているというのが分かると思います。

ちょっと親が多いけれども、生まれる子の加入があんまりよくないという、そういったも

のも、この図から分かるのではないかというふうに思います。 

 その辺につきまして、いわゆる親の量から実際、翌年になって加入量がどれだけあるか

という、いわゆる再生産関係というものを求められるわけですけれども、このデータを基

に、次に示したいと思います。 

 次お願いします。 

 これが再生産関係というふうになっておりまして、要は横軸に親、資源評価でどれだけ

親を残したらいいかというのが、非常に大事なポイントになるわけですけれども、どれだ

け親を残したら、縦軸の方の加入量、実際子供が漁獲に加入するか、どれだけ増えるかと

いう、そういったことを示している図になるわけですけれども、実際のデータは、この白

丸のとおり、ばたばたして、なかなかどういった関係にあるか分からないということにな

りますけれども、この辺、研究者の方で、いわゆる型、モデルに当てはまるという、そう

いった作業を行っております。 

 その結果、本系群の研究機関会議では、青線のホッケー・スティック型の再生産関係と

いうものを当てはめております。なかなかあんまり当てはめがよくないような感じになっ

ていますけれども、こういった関係にあるということを想定しております。 

 この関係を見ますと、あるところまで、親の量がちょうど2,500トンぐらいまでは、親

が２倍になれば、加入量も２倍になるという、そういった比例の関係にあるわけですけれ

ども、親の量がある程度2,300トンぐらいですか、そのぐらいになると一定、その後は加

入量も増えませんよという、そういった関係を示しているということになります。 

 なかなかデータの制約があって、当てはめがよくないような感じですけれども、こうい

ったモデルを当てはめて、その後の管理目標、ＭＳＹ基準の検討を行うということにして
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おります。ただ、この辺、なかなか研究者間の方でもいろんな議論がありましたので、そ

の辺について若干紹介したいと思います。 

 次お願いします。 

 この辺につきましては、研究機関会議、研究者の方の検討過程についての紹介なんです

けれども、もう一つ、型、モデルとしましては、青線で示したようなリッカー型の再生産

関係、そういったものについての検討も行われております。実際に統計的な当てはまり、

それにつきましては、こちらの方が、結構青線とこの実際の白丸、結構なかなか合ってい

るかなという感じになるわけですけれども、この関係が本当に正しいかどうかという、そ

の辺についてなかなか議論がありました。 

 このリッカー型の再生産関係につきましては、基本的に密度補償効果、密度効果という

のが非常に高くて、例えばこの青線で示していますとおり、今よりも親が少なくても、加

入量が増える、いわゆる密度弾力性が非常に高いという、そういったことになるわけです

けれども、もしこれが本当に正しければ、非常に好ましいこと、もっと獲っても更に増え

るという、そういったことになるわけですけれども、本当にこの関係を信じていいのか、

実際そのデータから見掛けだけなのかもしれないという、そういったところは結構問題に

なって、その辺についての議論がありました。 

 基本的にそこに書いてありますけれども、密度補償効果というのがちょっと非常に高い、

実際そこにｈイコール約10と書いてありますけれども、これが意味するところは、漁獲が

ない場合の、いわゆる自然のままの状態の加入量と、そこから20％、５分の１に減らした

場合に、どれだけ加入があるかという比率で10、つまり資源量を20％にしたら、加入量が

10倍になるという、そういった関係を示しているわけですけれども、さすがにそれは当て

はまりがよくても、ちょっと非現実的ではないかと。過去そういったデータはないよとい

うことから、なかなかこの関係を信じるのは難しいだろうということで、こういったもの

は残念ながら、本当にこれが正しければ、非常に好ましいんですけれども、やはりこれを

信じるのは、ちょっとなかなか危険だと。 

 実際これから推定されるＦｍｓｙというのは、現在の資源量の約６倍、６倍の努力をや

ったら、ＭＳＹは達成できるというのがちょっと非現実的、今のヒラメの状況を考えると、

ちょっと現状と合わないんじゃないかということで、こういったことは選べなかったとい

うことになります。この辺につきましては、ホームページの方の議事録の方にも書かせて

いただいております。 
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 じゃ、次お願いします。 

 ちょっと今示したリッカー型の再生産関係は選べなかったんですけれども、先ほど、そ

の前に紹介しましたホッケー・スティック型の再生産関係というものを基に、研究者側と

しましてはＭＳＹ基準の管理基準値、そういったものを推定させていただきました。 

 その方法についてなんですけれども、こういった図を基にするわけなんですけれども、

この図の求め方としまして、先ほどのホッケー・スティック型の再生産関係で魚が変動す

ると仮定した場合に、様々な漁獲圧、今よりももっと漁獲圧を上げた場合、もっと下げた

場合、いろんな漁獲圧で漁獲して、将来予測のシミュレーションをして、それで将来平均

的な親魚量、そのときの平均的な漁獲量、そういったものの関係を得て、どういう漁獲圧

のときに最大の漁獲量が得られるかという、そういったものの検討した結果を図にしたも

のが、いわゆる漁獲量曲線というふうになります。 

 そういったことをやりますと、ここにありますとおり、どこかに漁獲量の最大となると

ころ、再生産関係に一度効果を与えていますので、漁獲量が最大になる点、そういったも

のが得られます。そこをＭＳＹというふうにすることができます。 

 ここではＭＳＹが1,591トン。そのときの親魚量が5,701トン、一番下、というふうにな

ります。このＭＳＹを達成する親魚量5,701トンを、ここでは目標管理基準値というふう

にして提案しているということになります。 

 もう一つ、資源評価の方では、限界管理基準値、ここまで来たらあんまりよくないので、

回復措置を取りましょうという、その基準につきましては、そこの黄色にありますけれど

も、ＭＳＹの60％の漁獲量しか得られない親魚量、ここでは1,832トンですけれども、そ

れを限界管理基準値、そこまで親が減ったら、回復措置を取りましょうという、そういっ

た基準として提案させていただいています。 

 また、ＭＳＹの10％に相当、ここまで下げることはないと思うんですけれども、そこで

下げた場合は、禁漁にしましょうということで、提案させていただいているということに

なります。 

 現在の親魚量、ちょっと見にくくて申し訳ないんですけれども、下の2021年の親魚量は

4,006トンということで、ちょっと目標管理基準値よりも下回っていると。ＭＳＹが1,591

トンですけれども、現在の漁獲量は1,230トンということで、やはり親魚量が少ないため、

漁獲量もちょっと下回っているという、そういった状況にあるということになります。 

 このようにして、ＭＳＹ基準の漁獲圧と、そのときの親魚量、そういったものを推定す
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ることができて、これを基準として、現在のＭＳＹ基準の資源評価というものを行ってい

ます。つまり今の漁獲圧がＭＳＹ基準よりも高いか低いか、今の親魚量がＭＳＹ基準より

も高いか低いか、そういったもので現在の資源を評価するわけですけれども、それにつき

ましては、次のスライドをお願いします。 

 こういった神戸プロット、神戸チャートというのを用いて、一つの図で示すことができ

ます。また、一つの図を示すとともに、これまでの経過も併せて示せることができるとい

う、非常に便利な図になっております。 

 ちょっとこの辺につきましては、簡単に紹介しますけれども、縦軸の方、漁獲圧の比率

と書いてありますけれども、それよりも高いか低いか、先ほどのＭＳＹ基準の達成する漁

獲圧よりも高ければ１よりも上、低ければ１よりも以下となって、さらに横軸、親魚量の

比となっておりますけれども、いわゆる目標管理基準値としたＭＳＹを達成する親魚量よ

りも多いか少ないかという比率でやっています。 

 ここで重要なのが漁獲圧の比、親魚量の比が両方ともよろしくない、漁獲圧が高過ぎる、

親魚量も低過ぎる、そういった場合は、この赤のエリアに入ってしまい、逆に漁獲圧がＭ

ＳＹ水準よりも低い、一方、親魚量がＭＳＹ水準よりも高い、そういった良好な状態であ

れば、右下のグレーのラインに入るという、そういったことを示しているわけです。 

 実際このヒラメ日本海北部系群のことについて、過去の推移を白丸、そのデータに乗っ

けていますけれども、示しますと、2021年の値も含めて2000年以降ずっと示していますけ

れども、これを見ていただきますと、ずっと赤のライン、ずっと漁獲圧もＭＳＹ基準より

も高い、親魚量もＭＳＹ基準よりも低いという、そういった状況で経過していたというこ

とが分かるかと思います。 

 ただ、ここで重要なのが、時系列で見てみますと、2021年、結構右下の方にあると思う

んですけれども、漁獲圧もどんどん下がっている、親魚量も徐々に増えている、ただし、

今のところ、まだＭＳＹ基準には達成していないけれども、時系列的にはよい方向に向か

っているんじゃないかと、そういったことがこの図から見て取れるんじゃないかというふ

うに判断しています。 

 このような資源評価結果を基に、今後どのような管理方策を取ったらいいか、漁獲親魚

量を提案したらいいかということで、私たち研究者側の方の提案を、次にさせていただき

たいと思います。 

 次お願いします。 
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 基本的に、この上の図ですけれども、漁獲圧の比とありますけれども、点線のところ、

黒い点線、上の図の黒い横線がありますけれども、このＦｍｓｙ、これで漁獲すれば、取

りあえずＭＳＹは達成されることが期待されるわけなんですけれども、実際には資源評価

の不確実性、なかなかデータの制限がありますし、なかなか難しい、分からないこともあ

るということですので、ちょっとそれでやるには、なかなか不確実性も高く、危ない場合

もあるということで、研究者の方でその不確実性を考慮して、実際のＦｍｓｙよりも0.8

掛けした0.8Ｆｍｓｙで漁獲しましょう、さらに、先ほど提案しました限界管理基準値、

それよりも下がった場合は、下がり具合に応じて漁獲圧も下げましょうという、そのよう

な漁獲シナリオを提案するということになっております。 

 この辺につきましては、実際にどうやって漁獲をするかというのは、ステークホルダー

会議とかで検討する案件になりますけれども、研究者としましては、こういったような漁

獲シナリオを提案するということになります。 

 上の図は漁獲圧の比率、ずっと横、親魚量にかかわらず一定となっています、これが飽

くまでも漁獲圧の話で、その下の図ですけれども、漁獲量としましては、こんなふうに親

魚量が増えれば漁獲も増えるという、そういったような感じになるということは、御留意

いただければというふうに思います。 

 このように研究者が提案します漁獲シナリオ、それで漁獲した場合どうなのかと、また、

現在の漁獲を継続した場合どうなのかという、その辺の将来予測につきまして、次のスラ

イドで紹介します。 

 次お願いします。 

 この図につきましては、これまでもこの会議でいろいろ紹介いただいていると思います

けれども、赤で示しているところ、これはまず親魚量の予測から示させていただきますけ

れども、黒線が現在の推移で、その後予測になりますけれども、予測のところにつきまし

ては、将来予測のシミュレーション、先ほど再生産関係のところで、モデルと実際の関係

が合っていない、なかなか難しいとありますけれども、その辺の不確実性を考慮して、実

際に点線で実際のデータとのモデルとの合っていない部分、そういったものをシミュレー

ションの不確実性として出して、それで予測しています。そのため、実際にこの赤い細線、

青い細線はばらついていますけれども、そんなふうに変動するわけです。 

 実際にその赤いところの太線が、その中の平均値、青いところの太線が、そのときの親

魚量の平均値で、青いエリア、赤いエリアが90％含まれる範囲を示しているということに
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なります。平均値で見ますと、このように親魚量、現在の漁獲圧でも若干増えていきます

し、実際に提案するベータイコール0.8でありますと、目標基準値のＳＢｍｓｙ5,701トン

を上回るということが予測するということになります。ただ、中にはなかなか変動も大き

くて、上回らない場合もありますけれども、平均として上回るだろうというふうに予測し

ているということになります。 

 次のスライドをお願いします。 

 次は漁獲量の変化を示しております。この赤と青の示し方も、先ほどの親魚量と同様で

すけれども、これは漁獲量の方を示しております。青が現在の漁獲圧、赤が研究者の方が

提案する漁獲圧で示したことになります。これを見ていただきますと、0.8Ｆｍｓｙ、研

究者が提案するもので漁獲した場合ですと、漁獲圧がＦｍｓｙよりも若干低いことから、

ＭＳＹを下回る水準で将来的に推移するだろうと、そんなふうに予測しております。現状

の漁獲圧よりも若干ちょっと低くなるかもしれない、親魚量は多くなるけれども、漁獲量

としましては、ちょっと低めになるのかなと、今後10年かけてはと、そんなふうに予測し

ているということになります。 

 次お願いします。 

 その辺につきまして、数値で示すと、このような感じになります。上の方が各ベータ

1.0、0.9、0.8、0.7、現在の漁獲圧と書いていますけれども、これはＦｍｓｙに掛け算し

て、どんな係数を掛けて漁獲した場合、先ほど言いましたとおり、研究者の方は0.8とい

うものを推奨していますけれども、それでやった場合の10年後に、目標管理基準値5,701

トンを上回ることができるかどうかという、そういったものを示していると、確率を示し

ているということになります。 

 ここで特に大事なのは、10年後に目標の管理基準値を50％以上上回るということが、水

産庁の方で結構重要なポイントというふうになっておりますけれども、研究者が提案しま

すベータイコール0.8、それで見ますと、2033年には先ほどのシミュレーション、いろい

ろばらばらしていますけれども、平均値では上回ることになっていますけれども、確率と

しては59％、６割ぐらい上回るだろうというふうに予測しております。 

 ただ、現状の漁獲圧、漁獲量としては結構いいんですけれども、目標管理基準値を上回

る確率は19％ということで、かなり低くなってしまうだろうと、そんなことを予測してい

るということになります。下がそのときの実際の平均漁獲量というものを示しております。 

 以上のように、研究者が提案した漁獲圧で漁獲した場合に、このような結果になるとい
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うことになっております。 

 次お願いします。 

 ただ、ヒラメにつきましては、実際は天然の再生産に加えて、種苗放流、そういったも

のも行われると思います。特にヒラメにつきましては、各地で精力的に行われています。

ですから、そういった種苗放流も併せて、今後どうなるかという、そういった検討も行わ

せていただいております。 

 ここで種苗放流の効果につきましては、なかなか前提というのが難しいわけなんですけ

れども、取りあえず今回は近年の放流実績と、放流したものが何％ぐらい、どのぐらいの

割合で実際の漁獲に加入するかという、そういったものを設定して予測しております。 

 ここでは放流尾数につきましては、213万尾を放流するだろうと。そのうちの添加効率

0.04、４％、ちょっと低めですけれども、近年そういった値になっていますので、それで

加入した場合の変化というものを示しています。ここで将来の資源、ほとんど変わらない

わけですけれども、こんなふうに推移するだろうと。 

 次お願いします。 

 漁獲量につきましては、こんな変化を示すだろうというふうになっています。ただ単に

先ほどの0.8Ｆｍｓｙで漁獲した場合ですと、ちょっとＭＳＹに達成しないだろう、実際

に漁獲圧が低いので、達成しないわけですけれども、ちょっと放流を加えると、大体ＭＳ

Ｙぐらいになるというふうになります。 

 次お願いします。 

 そういった効果をここで示すと、こんなふうになって、先ほど0.8Ｆｍｓｙで漁獲した

場合に、先ほど10年後に目標管理基準値を上回る確率が59％だったのかな、それがここで

見ると64％に上がっているというのが分かるかと思います。その辺はちょっとまとめた表

を、次お願いします。 

 こんなふうになって、59％が64％ということで、放流することによって、漁獲量も若干

上がりますし、さらに目標を達成する確率というものも更に上がるという、そういった放

流効果が期待できるだろうということで、研究者の方で予測して、あわせて、提案の補足

として示させていただいているということになります。 

 以上でヒラメ日本海北部系群の方の説明を終わらせていただきます。ありがとうござい

ます。 

○田中部会長 ありがとうございました。 
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 それでは、ただいまの説明について何か御質問、御意見等ございましたら、発言をお願

いいたします。 

 どうぞ、川辺委員。 

○川辺委員 御説明いただきありがとうございました。ヒラメの種苗放流の効果のところ

をちょっと聞き逃したのか、よく分からなかったのか、教えていただきたいんですけれど

も、この漁獲管理規則案の下での親魚量の将来予測で、種苗放流による効果も併せて検討

ということなんですけれども、この種苗放流による効果というのは、具体的にはどこにど

ういうふうに加わっているものなんでしょうか。下の方にちょっと御説明は書いてあるん

ですけれども、この図的にはどういうふうになるのか教えていただけると有り難いです。 

○水研機構底魚資源部副部長 この図といいますよりも、ここで見ていただきたいポイン

トは、上の表のベータ0.8で、そのときの一番右が64％、ここを見ていただければと思い

ます。 

 次のスライドをお願いします。 

 ここで実際放流がなかった場合、先ほどの再生産関係による加入のみ、要は天然の再生

産力のみやった場合、研究者が提案する漁獲シナリオを基にすると、目標管理基準値を10

年後に達成する確率が59％であったのが、放流することによって64％に上がる、それが放

流効果の見方と。いわゆる、より確実に目標を達成することができる、そういうふうに見

ているわけです。 

 そのほかは平均漁獲量として見ることもできますけれども、なかなかここでは10年後で

100トンぐらいしか効果がありませんけれども、100トンは結構大きいか、100トン増える

というふうに見ることができます。最後のこの図で比較していただければ、より分かるん

じゃないかと思います。 

○川辺委員 分かりました。ありがとうございます。 

 素人考えなんですけれども、どうせ抑制するのであれば、種苗放流をしなくてもいいん

じゃないかとかという話にはならないんですね。 

○水研機構底魚資源部副部長 その辺はちょっと私の方ではコメントできませんし、少し

でもやっぱり漁獲量を増やしたいとなれば、100トン、結構重要と考えるか、その辺は漁

業者によると思いますけれども、それ分の放流をやっぱりやられるべきじゃないかという

のは、その立場によって違うかとは思います。 

○川辺委員 分かりました。種苗放流の効果というものをどういうふうに考えるのかとい
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うことはあるかと思いますけれども、御説明は分かりました。ありがとうございます。 

○田中部会長 よろしいですか。 

 ほか、よろしいですか。 

 じゃ、丸山参考人、どうぞ。 

○丸山参考人 参考人の丸山です。 

 図２枚目のちょっとスライドを見させてもらいたいんですけれども、目標管理基準値、

これです。これはＭＳＹのところが、親魚量が5,700トンということになるかと思うんで

すけれども、10枚目のスライド、ホッケー・スティックのところ、これで親魚量で5,700

トンというと、このグラフよりももっと右側のところにいく格好となるかと思います。 

 実際に丸でプロットされているのは実測値で、青色になっているところが、モデルを当

てはめて出した数値ということで、親魚量が5,700トンのときに、本当にこの青色のとこ

ろに乗った形で加入量が推移するのかというのは、なかなかちょっと実際に想像しにくい

といいますか、プロットされている点を見ると、明らかに親魚量が増えると、右肩下がり

になってきているのかなというふうな感じがしますので、その辺について、なぜこのホッ

ケー・スティックが5,700トンのところまで数値が出るといいますか、そういう数値を推

定することが正しいといいますか、そういうふうに考えたのか、その辺について、ちょっ

と説明をお願いしたいと思いますが。 

○水研機構底魚資源部副部長 ありがとうございます。まず、一つ目としまして、加入の

方につきましては、なかなか親魚量がこのときにどれだけ加入するかという、その辺は丸

山さんも御存じのとおり、なかなか難しい面があるかと思います。この辺は海洋環境の影

響、そういったものが大きく関係しますので、近年、親魚量が多くても、ちょっと環境の

ために加入が悪くなっているかもしれない、その辺は研究機関会議の方でも議論になり、

提案書の方にも書かせていただいているところになるわけですけれども、そういったとこ

ろもありますので、そこは一つ御理解いただければというふうに思います。 

 では実際、親魚量が増えたときに、加入がどうなるかというのは、ですから、なかなか

難しいというのがあります。ただ、親魚量がどれだけ変わるかというのは、加入からの生

産過程、成長と死亡、それを基に計算されるわけですけれども、そちらの方は、成長、生

産過程につきましては、不確実性が低いですので、実際に加入量から、先ほどの資料の方

で死亡仮定とかがありましたけれども、そちらから考えると、かなり予測というのは高い、

ある加入から、その後、成長して死亡率、漁獲によってどのぐらい生き残って成長してい
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くかという、その辺は結構精度が高く予測できますので、漁獲圧によってどれだけ親魚量

が残るかという、その辺はかなり確率が高い。 

 ただし、5,700トンまではいいけれども、5,700トンからどれだけ加入があるかというの

は、そのときの環境によって変動してしまう。ただし、変動幅を踏まえながら、いろいろ

検討は行うことが可能ということで、その辺はシミュレーションを行って、不確実性を考

慮しながらやるという、そういう手続を取っているということになります。 

○丸山参考人 11枚目のところは、これはリッカー型なんですよね。これだと非常に曲線

に乗っているような感じがするんですが、先ほどの説明だと、ここでいう加入量が多くな

っているところの親魚量が、実際に観測値がなくて、外挿になって、なおかつ危険だから

というふうなことで、このモデルについては却下はされているわけですけれども、実際こ

の観測値がある範囲における加入量、この関係を基に再生産関係を出してみれば、また違

ったような結果になるのではないかなというふうな感じがします。 

 資源評価の図８枚目でしょうか、将来の漁獲量というのがあるかと思うんですが……そ

れの次です。これです。これは2000年くらいから2010年くらいの間というのは、ここで言

われている、推定されているＭＳＹ1,591トンよりも高い数字になっているかと思います。

これは実測値であって、推定値ではないと。 

 今後、将来的に資源管理を進めていっても、実際には、ようやくこのＭＳＹのレベルの

ところに到達しますよというふうなことだと思うんですが、この2000年から2010年の間と

いうのは当然、今よりも親魚量が少ない、そういう時期で、これだけの漁獲量が実現でき

ているというふうなことですので、漁業者、過去にこういうふうな状態でも、これだけの

漁獲量があったのに、何であえて漁獲量を下げて、親を増やして、結局、最終的には前に

獲れているよりも、少ないレベルでしか獲れないというふうな形になるんだろうというふ

うに思った場合、なかなか納得できないんではないのかなというふうに考えます。 

 その辺については、要するに、過去のこういうふうな実測値がある範囲の中で、やはり

ある程度ＭＳＹはこういう状態には、このくらいのレベルまでいくんだよというのを考慮

しながら、再生産の関係であるとか、こういうモデルを見直すというふうなことも可能な

のではないかと思いますけれども、その辺はいかがでしょうか。 

○水研機構底魚資源部副部長 御指摘ありがとうございます。実測がＭＳＹよりも高いん

じゃないかということですけれども、ここで平均と実際の不確実性、そういったものも考

えるのが重要かと思います。 
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 ここではＭＳＹ、平均値として出しています。ただし、この青線、赤線を見ていただき

ますと、結構上に振れる場合もありますよね。ここでいいますと、細い青線、赤線は、過

去の実測よりも上回っている場合もあるかと思いますけれども、ですから、この辺、確率

的なものも含まれています。平均的な場合と確率的な場合、必ずこの太線でいく場合だけ

じゃありませんので、この辺、何らかの環境的な要因で資源が増えるようなフェーズ、そ

ういった加入がよかった年はやっぱり増えますし、悪かったときは、実測よりも下回って

いるところがあると思いますけれども、そういった振れというものがあります。その辺は

御理解いただければというふうに思います。 

 ですから、必ず太線でいくわけではなくて、そのときの状況によってばらつきがある。

それが過去の観測値にも出ているという、そういったふうに理解していただければと思い

ます。 

 最初の方の質問のリッカー型について、考え方がちょっと分からなかったんですけれど

も、データ範囲での最大値を取るとなると、それは再生産関係というよりは、次、多分、

加入の仮定のところで、次のヒラメ日本海西とか東シナ海と同じような加入の想定的なお

話になるかと思いますので、それとはちょっと今回は相入れないんじゃないかと。 

 実際そういった求め方というのは現在、研究者側としては、ちょっとなかなか提案でき

ないということで、今回、研究機関会議では、リッカー型はやはり、本当に密度弾力性が

あればいいんですけれども、ちょっとなかなか危険だということで、取らせていただいて

いない。やっぱり資源が減ったときに、加入があったんじゃないかと、その高い加入を獲

ること自体もどうかというのは、また別の議論かと思いますし、その辺は今回は採用させ

ていただいていないということになるかと思います。 

 今後何らかの変化があって、加入がいよいよな状況とかが続くようになれば、そういっ

たこともできるかもしれないと思いますけれども、現状では、なかなかそういった仮定は

難しいんじゃないかというふうに考えています。 

○丸山参考人 この図の中で左側のところが、ＭＳＹよりも高い点が非常にたくさんある

かと思うんですけれども、実際こういうふうな形で、何年にもわたってＭＳＹ水準よりも

高い値が出現するという確率というのは、非常に少ないのかなと思うんですよね。逆に言

うと、ＭＳＹ水準をもう少し上げないと、こういうふうな点が何度も何度も出てくるとい

うことにはならないのかと思いますので、その辺も含めて、本当にこのＭＳＹ水準そのま

まの、ゴールとして見ていいのかどうかというのは、やはりできれば検討していただけれ
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ばというふうには考えます。 

 ただ、時間もないことですので、議論についてはこれでいいのかなと思います。ありが

とうございました。 

○水研機構底魚資源部副部長 ありがとうございます。参考まで、簡易版図７の先ほどの

漁獲量曲線をちょっと出していただければと思うんですけれども。先ほどの目標管理基準

値、ＭＳＹと書いているやつですね。 

 ありがとうございます。これを見ていただきますと、ＭＳＹ付近が、この曲線が結構な

だらかになっているのが分かると思うんですけれども、このように漁獲量につきましては、

要は漁獲圧が高くても、意外に漁獲量は安定しているという、そういったものがあります。

ただ、親魚量の方は結構大きく変わってしまいますので、そういったところが、先ほどの

丸山さんの方の疑問にも関連しているということになるかと思います。ありがとうござい

ます。 

○田中部会長 ほかはよろしいですか。 

 じゃ、ちょっと私の方から。さっきの将来漁獲量の図、最初にコメント、それじゃなく

て図、これで結構です。 

 漁業者ほかの理解のために、ちょっとコメントするんですけれども、先ほど機構の方か

ら説明があったように、真ん中の太線のように、必ず推移をするわけじゃなくて、この細

い折れ曲がった線がいっぱいありますよね。これは１万通りの仮説を作って、そのうちの

何本かを出しているわけなんですけれども、このうちの一つが起こるだろうというふうに

見るわけです。 

 今日、午前中からいらっしゃる方は、議論になったから分かると思うんですけれども、

これをよく見ると、漁獲量は２倍ぐらい変わるわけだよね。この一本一本のどれかが起こ

るわけだから。そうすると、ある年は1,000トンで、ある年は2,000トンでと言われても、

市場は困るよと。加工業者はそんな対応はできないよというのは、今日午前中、議論にな

ったところなので、じゃ、これは何でこういうふうな変動になっちゃうかというと、その

二つ前の提案する漁獲管理規則という図があるんですけれども、規則案、これの上の曲線

がありますよね。この線で計算すると、ああなっちゃうんです。 

 だから、ほかの線のパターンを考えれば、あんなふうに大きく変動しないことが分かっ

ているわけなんですね。というのを、まずちょっとコメントさせていただきます。 

 質問が幾つかあるんですけれども、ヒラメということで、日本海のヒラメは、太平洋ほ
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ど大きくはなかったと思うんですが、雄と雌で相当成長差があって、多分雄は五、六十セ

ンチぐらいにしかならないんだろうと思うんですけれども、その辺はちゃんと区別してい

るのかと、コホート計算について。まずはその点について。 

○水研機構底魚資源部副部長 雌雄の区分につきましては、年齢別漁獲尾数を作る際、こ

ちらの方は区分しています。ただ、コホート計算につきましては、Ｍが一定、同じにして

いますので、区別せずに、ただ、平均体重を与えてやっています。 

○田中部会長 それから、これは例示なのかもしれませんが、データセットの最初の何枚

目かにある絵を見ると、10センチとかと書いてあるんだけれども、これは今獲っていない

ですよね。 

○水研機構底魚資源部副部長 これは、すみません、ヒラメではなく、全体の例です。す

みません、参考資料です。 

○田中部会長 30センチ以下は今獲っていないんじゃないですか。 

○水研機構底魚資源部副部長 これはヒラメの例ではなくて、資源評価手法を説明する例

です。ヒラメの例ではありません。 

○田中部会長 どっちにしても、30センチ以下は獲っていないので、ほとんど。１歳が結

構出てくるのが、逆に不思議なんですよ、これ。各県とも、たしか2000年以降だったら、

ほとんど獲っていないはずですよね、30センチ以下は。だからこんなに出てくるのが、そ

もそも奇妙だというのは一つあります。 

 それから、ヒラメは、マダイもそうですけれども、１メートルのヒラメなんかを獲って

も売れないじゃないですか。誰も買いませんよという。だから、そうすると、ＶＰＡをや

るときに、高齢魚の選択性はすごく小さくなっていないとおかしいんですよ、計算上。そ

の辺がどうなっているのか、つまりチューニングしていないようなので、ちょっとそこが

疑問としてある。 

○水研機構底魚資源部副部長 まず一つ誤解として、この前のデータ、この前の資料、こ

れはヒラメではありませんので。実際30センチで１歳、30センチ規制で１歳、別におかし

くないですね。１歳で30センチ、ゼロ歳は、だからほとんどないです。その辺は実際30セ

ンチ以下のものは入っていません。 

 先ほど年齢別のところで、確かに１メートル80センチのヒラメ、確かに獲っても喜ぶの

は、釣り人ぐらいだと思いますけれども、そういったものは非常にまれですけれども、実

際選択性の方は５歳以上、５歳以上だと大体50センチぐらいかな、そっちの方は最近掛か
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っていますけれども、そんな80センチとか１メートルのものを選択性という点では考慮は

していませんし、特に問題ないかなと思います。 

 漁業者の方も、そういった値段にならないのは獲らずに、再生産に回したいんだけれど

も、それ、取り分けができるかどうかというのは、また別の話かなとは思います。 

○田中部会長 私の質問は、選択性が若い、五、六十センチぐらいまでが売れると思うん

ですけれども、そのサイズに比べて、高齢の選択性が小さな値になっているかどうかと、

セレクティビティーがですね。マダイの計算もそうだったんだけれども、高齢のやつが高

いという結果では、実態とは合わないわけですよ。 

○水研機構底魚資源部副部長 ここでは５歳以上はプールしていますので、その辺ちょっ

と検討できないですね。 

○田中部会長 ということですよね。 

○水研機構底魚資源部副部長 そうです。実際データも５歳以上ですね、６歳、７歳、８

歳、９歳、10歳というのは、ほとんどデータがなく、それで年齢分解すると、誤差が大き

くなると思いますので、そこら辺は…… 

○田中部会長 そうすると、平均体重はどうやって出すんですか。相当違いますよね。 

○水研機構底魚資源部副部長 そうですね。その辺は過去の実績５プラスのやつの平均で

やっているかと思います。その辺、担当者の方から何か補足はありますでしょうか、５プ

ラスの体重について。 

○水研機構主任研究員 御質問ありがとうございます。ヒラメ日本海北部系群の資源評価

を担当している八木と申します。 

 まず１点、チューニングは行っておりまして、ちょっと選択率の数字は、今ぱっと出て

こないんですけれども、また改めて確認してお伝えしたいと思います。 

 年齢別平均体重のところは、Ｍと漁獲死亡尾数の減少みたいなのを考慮した形で算出は

しております。オーソドックスなやり方で算出しているような形、それには性比の方も反

映させた形で求めている数字になっております。 

 以上です。 

○田中部会長 ありがとうございます。 

 それから、再生産曲線の推定なんだけれども、これはＡＲを使っているんですか。 

○水研機構主任研究員 自己相関を考慮した形になっております。 

○田中部会長 そうすると、将来予測も自己相関が入っているということになるわけです
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ね、シミュレーション。 

○水研機構主任研究員 そうなると思います。 

○田中部会長 その関係で変動が大きくなっているという理解でよろしいですか。 

○水研機構主任研究員 おっしゃるとおりかと思います。 

○田中部会長 それから、じゃ、もう一つ、ついでに申し上げますと、今お話ししました

ように、１メートルのヒラメを獲ってもしようがないんだとすると、管理目標として５歳

以上を獲るのは、別のチョイスがあるんじゃないかと。 

○水研機構底魚資源部副部長 いや、５歳以上は結構重要かと思いますけれども。１メー

トルはほとんどいないと思いますけれども。80センチとか１メートルとか、市場価値がち

ょっと低くなるようなヒラメ、そういったものは非常にまれかと思いますけれども、５プ

ラスだとかなり重要なサイズだと思います。 

○田中部会長 何センチぐらいですかね。５だったら小さいよ、雌は大きいけれども。 

○水研機構主任研究員 御質問ありがとうございます。研究機関会議のときもこういった

ことが話題になりまして、age length keyを改めて確認してみると、５プラスだと45セン

チぐらいから出現し始めて、50センチ、60センチ、70センチと徐々に割合が増えてくるよ

うな形になっております。 

○田中部会長 質問の主旨はＭＳＹじゃなくて、代替でもいいんじゃないかなと、そうい

う趣旨です。 

○水研機構底魚資源部副部長 マダイほど若齢の方が価値があるとかというのとは、ちょ

っとヒラメはそこまで極端ではないかと思います。 

○田中部会長 ありがとうございました。 

 ほかに御質問はございますでしょうか。 

 木村委員。 

○木村委員 何枚目なのかな、漁獲のデータがありますよね、表になっているところ、一

番最後のページですかね。 

 これと、先ほどの何枚か前のやつ、これで比較すると、結局、現状の漁獲圧であっても、

漁獲規制をしたところで、将来予測は変わらないということなんですかね。 

○水研機構底魚資源部副部長 漁獲量は変わりませんけれども、組成は変わります。どち

らかというと、若齢よりも高齢な、どちらかというと、ヒラメにとって、より価値の高い

ものが増えるというふうに考えられます。 
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 あと、大事なのは親魚量を維持することができて、今後の環境変動とかで耐性は高くな

るだろうと、そういったことも考えられるかと思います。漁獲だけではなく、親魚量、そ

ちらの方も目標として資源評価関係の方を行っているということになります。 

○木村委員 それは確かに親魚量は重要なんですが、一番最後の表を見てみると、青いと

ころの4.7というところがありますよね。その上の辺り、4.7という、現在の漁獲圧が4.7

という親魚量に対して、１であっても5.3なんですよね。上回っているんですよね。だか

ら十分にできるんじゃないかと。 

 ただ、その横を見ると、確率が33％と72％というのがあって、これの意味はどうなるん

ですかね。さっきの最終的に10年後の漁獲量は変わらないのに、確率だけが変わるという

のは、どういうことを意味しているのか、説明していただけないでしょうか。 

○水研機構底魚資源部副部長 漁獲が変わらない、先ほど、漁獲量曲線をまた出していた

だけますか。その前の前の前ぐらい。ＭＳＹを推定したときの図です。 

 基本的にこのＭＳＹ前後というのは、親魚量が多少変わっても、漁獲量は変わらないん

ですよね。Ｆ値を多少変えても。だけれども、親魚量は変わってしまう。でも、漁獲量は

変わらない。ただ、これは組成は大きく変わりますよね。例えばＭＳＹの左側ですと、２

歳、３歳、４歳の比率が高くて、５歳の比率が下がって、それで1,500トンぐらい。その

２倍ぐらいのＦ値で獲っても、漁獲量は変わりません。ただし、高齢のものが多くなると

いう、そういった予測になります。 

 ですから、必ず親魚量と漁獲量が一緒になって変化するというわけではなくて、それぞ

れ個別の変化をしています。 

○木村委員 それはそれでそうだろうとは思いますけれども、今、木所さんが説明された

ほどそんなに大きく変わっているのかどうかというのが、ちょっとこの図からは私は分か

らないんですが、先ほどの確率の33％と72％というのは、何の確率が33と72になるのかな

と思って。 

○水研機構底魚資源部副部長 10年後に目標管理基準値、ＳＢｍｓｙを上回る確率です。 

○木村委員 でも、さっきのやつを見ると、漁獲量は変わらないんですよね、それを見る

と。 

○水研機構底魚資源部副部長 漁獲量で確率を出しているわけではないです。親魚量の方

の上回る確率です。漁獲量が上回る確率ではなくて、親魚量が上回る確率です。 

○木村委員 親魚量が上回る確率。それが年齢組成の方に利いてくるという理解ですね。 
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○水研機構底魚資源部副部長 はい、そうです。 

○木村委員 年齢構成の差がそこに出ているという理解でよろしいですかね。 

○水研機構底魚資源部副部長 基本的にそうなっています。 

○木村委員 分かりました。 

○田中部会長 よろしいですか。 

 ほかにございますか。 

 これは多分、将来予測の資源量の親魚量のシミュレーションの絵があると分かるんじゃ

ないかな。これは赤い方が0.8で、上が通っているわけですよね。だから上回る確率が高

くなる。青い方は現状のままなので、下が通っているので、上回る確率が低いということ

になります。 

 幅そのものは変わらないですね。この幅そのものは。これはシフトしているので、それ

でその差が出てきていると。ちょっとベータイコール0.8の方が幅は上にいくので、ＣＶ

はどうしても大きくなるので、幅は広がっていますけれども。 

 そういうことなんですが、多分、木村先生がもう一つ言いたかったことは、漁獲量の絵

を見ると変わらないから、これを漁業者が見たら、何もしなくていいんじゃないかと。夢

も希望もないだろう、こんなの、何で規制しなきゃいけないんだという話になるよねとい

うことなんですよ、夢も希望もない。 

 毎回、私は同じ話をしているんだけれども、希望がないとできないじゃないということ

なのね。だから例えば漁獲量の変動の幅が減っているとか、何かそういう夢のある話が欲

しいなというのが、毎回出される意見なんですね。 

 ほか、よろしいですか。 

 どうぞ。 

○木村委員 せっかくなので、やっぱり放流、先ほど川辺委員の方から放流の話もあった

んですけれども、213万尾も放流していて、これは加入に至るような数字、いわゆる魚体

ではないということは承知しているんですけれども、漁獲量そのものが200万尾ぐらいだ

ったかな。 

○川辺委員 213万尾。 

○木村委員 これは今のやつですよね、放流が。漁獲量も200万尾ぐらいのような数字が

出ていなかったでしたっけ、どこかに。加入量が200万尾ぐらいなんですよね。だから魚

体の大きさが違うというのは承知なんですけれども、同じぐらいなのねということで、一
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体同じような尾数を放流していて、そして漁獲量も同じ尾数というのは、効果としては結

構大きいはずのような気がするんですけれども、ささやかなものであるというのは、木所

さんが今これを解説する立場にいないというお話でしたが、出された以上は、何らかの解

釈をお聞きしたいなというふうに思います。 

○水研機構底魚資源部副部長 サイズが全然違いますよね。例えば200万尾漁獲されるん

だから、200万尾放流しているんだから、効果がどうかという話がありますけれども、200

万尾放流しても、添加効率が0.04％ということは、同じサイズそのときは４％になってし

まうわけですから、やっぱり漁獲量としても４％の価値ぐらいにしかならないということ

になりますけれどもね。 

○木村委員 そうすると、これは200万尾を放流するのに、どのくらいの費用対効果が必

要でということを考えて、それにあるのかというのは、やはり経済効果も含めた資源評価

の在り方は必要なような気がしました。 

○水研機構底魚資源部副部長 放流の方の経済効果については、私たちの方ではなくて、

実際に放流する側、栽培の側でよく費用対効果の方を検討していると思いますので、そち

らの方の見解かと思います。 

○木村委員 それはちょっと私は違うと思います。一応今ここでこういうふうなものを出

してきて、皆さんで漁業者の方も含めて議論しているという以上は、これに対する評価を

ここにはしないという言い方は、ちょっとおかしいような気がするんですが。 

○水研機構底魚資源部副部長 どうも申し訳ございません。ただ、その辺につきましては、

こちらの方では費用対効果につきましては、取りあえずコメントする立場にないかなとい

うふうに、私の方では思っております。 

○木村委員 じゃ、ちょっと聞き方を変えると、この種苗放流の効果というのは、資源に

対して非常に効果的なのか、効果的でないのかはいかがでしょうか。 

○水研機構底魚資源部副部長 その辺は資源状態によるかと思います。資源が低いとき、

一般論で申し訳ないんですけれども、資源が低くて、漁獲圧が高い場合は、この辺、昨年

論文が出ていますけれども、放流効果は高い。ただし、資源が増えて、漁獲圧が低い場合

は、放流効果は低くなるという、そういったようなそのときの状況によって変化するかと

思います。だからその辺の状況に応じて、そういったものは検討する必要が大事かと思い

ますし、費用対効果もそういった資源状態に応じて異なるかと思います。 

○木村委員 あえて聞きますけれども、ここ、じゃ、そうすると、100万尾に対して300万
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尾、400万尾、あるときがありますよね、2000年ぐらいのときと2020年ぐらいを比較する

と、３倍違っているわけですよね。その３倍も違うというときに、人工種苗由来のものは

効果があったとみなすべきなのか、そうではなかったとみなすべきなんでしょうか。 

○水研機構底魚資源部副部長 その辺、添加効率が変わるかどうかは分かりませんけれど

も、添加効率を一定とした場合ですと、その辺の加入の３分の１、天然の加入が３分の１

になったときは、同じ放流尾数、同じ添加効率であれば、その方が放流効果は高くなるだ

ろうというふうに思います。 

○木村委員 ただ、この図の結果はそう見えないですよね。 

○水研機構底魚資源部副部長 その辺は実際のデータの方が、今なかなかそろわないとい

うのもあるかもしれませんし、実際その放流魚の密度効果、こういったものがどういうふ

うに利いているか、天然と同じように密度効果があるのか、天然と同じように、やっぱり

環境が悪いときは、天然と人工種苗両方とも加入が悪くなるのかとか、その辺のデータが

ないので、なかなか難しいかと思います。 

 その辺はやはり今後、今のような木村委員のコメントに対する回答をしっかりするため

には、今後のそういった調査が必要かと思います。 

○田中部会長 どうぞ、川辺委員。 

○川辺委員 すみません、図４なんですけれども、ずっとお話を伺っていると、どういう

年齢構成の資源量を目指して資源管理をするのかというところが、ちょっとよく分からな

かったので、もしよかったらそれを教えてください。 

○水研機構底魚資源部副部長 ありがとうございます。どういった年齢組成を目指すかと

いうのは、四つ後のＭＳＹのところの組成をお願いします。そこにＭＳＹというのがあり

ますね。ここの組成を目指すと。そのときが今の選択率で最大の漁獲量が得られますので、

こういった漁獲量の年齢組成を目指しましょうということになります。 

○川辺委員 そうすると、親魚を増やしていくというのが、一つの目標なのかなというふ

うに伺ったんですけれども、親魚というのも年を取ると、やっぱり親魚じゃなくなってい

くのかなと。それから若過ぎても親魚、そうすると何歳ぐらいが常に常にいてほしいとか、

その予備軍がどれぐらいいてほしいとか、そういう理想的な姿というのがあるのかなと思

うんですね。それがこの図であるということなんですね。 

○水研機構底魚資源部副部長 はい。ヒラメの方は高齢になったら産まないということは

今のところないと思いますので、高齢ほど孕卵数も増えるだろうということになりますけ
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れども、このときの親魚の組成というのは、どちらかというと親魚量の方の組成となって

いて、そのときの漁獲組成はこうなりますけれども、実際これが現場ニーズ、先ほど田中

委員の方からも紹介のありました現場ニーズが合っているかどうか、これについては、検

討は別途必要かと思いますけれども、資源評価的にはこういった組成で、今のところ漁獲

量が最大になる、それがニーズと合っているかどうかは、また別の検討が必要かもしれな

いということになると思います。 

○川辺委員 分かりました。何か難しそうなお話だなと思います。 

○田中部会長 よろしいですか。 

 これは選択性は固定しているんですね。漁業種類ごとに獲るサイズが違うので、それを

変えると調整問題になるので、一律に減るとか、そういう…… 

○川辺委員 そうですね。結局、体長で規制していくというのは、選択して獲っていくと

いうことになるというふうに考えるんですね。 

○田中部会長 だから新しいそういう規制はしないという前提で計算して…… 

○川辺委員 だけれども、売れないのを獲らないという話になると、大きいのは野放しに

なってしまって、そっちは増えていくということにもなるんですかね。 

○水研機構底魚資源部副部長 売れない話をちょっと強調されていますけれども、ヒラメ

の方で大きくて売れないというのは、そんなによっぽどのことがない限り、ちょっとあん

まりサイズが大きいと、やっぱり販売の方は苦労するのは分かると思うんですけれども、

そんなに極端に価値がないとか、そういったものには、ただ、売りにくいのは確かなんで

すけれども。 

○川辺委員 そうですね、売りにくい、高い値が付かないとか、そういう話になるのかな

と思います。失礼いたしました。 

○田中部会長 そういうことです。だから一つ、これは５プラスで課題があるとすると、

漁獲の方は５プラスで、実績でいいんだけれども、親魚量を計算するときは、実績値じゃ

なくて、もっと大きいやつがいっぱいいるから、漁獲物の組成とは違うよね。そこがちょ

っと課題としてあるわけですよ。エレクティビティーが掛かっているのは漁獲物で、掛か

っていないのが親魚量なので。 

 よろしいですか。大分議論が白熱しましたけれども。関心が高いから、ヒラメは分かり

やすいし。 

 じゃ、なければ、次の事項に移りたいと思います。 
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 後ほど水産庁から、参考人の方々から事前に書面で頂きました御意見について、御紹介

いたしますが、特に重要な点や強調したいことを中心に、まず参考人の皆様から御意見を

伺いたいと思います。本日は４名中４名の参考人に御出席いただいておりますので、１人

５分をめどに御意見を頂戴できればと思います。 

 それでは、資料２の参考人のリストの上から順にお願いできればと思います。最初は石

岡様、どうぞよろしくお願いいたします。 

○石岡参考人 青森県の日本海において、ヒラメの底建網漁業をしております鰺ヶ沢町漁

業所属の石岡と申します。よろしくお願いします。 

 事前意見書につきましては、要約しますと、漁獲収入を考慮したＴＡＣ管理、資源状況

に応じた資源管理、負担の掛からないスマート水産業、公平な漁業共済、就労支援制度に

ついて意見しましたが、いずれにつきましても、漁業に従事する多くの地元漁業者が取り

組む事案でございます。関係者におかれまして、漁業者の意見を十分に聞き、漁業者に対

して分かりやすく説明し、漁業者の十分な理解を得た上で、資源管理を進めていただきた

いと思っております。 

 また、関係者には、できる限り浜を回っていただき、直接地元漁業者との話合いを行う

ための説明会などを開催していただきたいと思っております。資源管理を進めるためにも、

お力添えよろしくお願いします。 

 追加的な意見としまして、青森県ではヒラメは昭和62年に県の魚に指定され、平成２年

以降、県の栽培協会で生産された種苗が、県内各地で放流されています。ヒラメ種苗の生

産は、我々が水揚げしたヒラメの負担金によって賄われておりますが、近年、ヒラメの単

価が減少し、栽培協会では負担金の収入が少なくなり、ヒラメ種苗の生産、放流数量が限

られております。 

 関係者におかれましては、放流した大事なヒラメ種苗が、水揚げされるまでに大きくな

って生き残れるように、種苗放流と資源管理との連携による効果の高い合理的な取組を期

待します。 

 私からは以上です。 

○田中部会長 石岡様、ありがとうございました。 

 続きまして、秋田の杉本様、よろしくお願いいたします。 

○杉本参考人 秋田県の杉本です。よろしくお願いします。 

 私は県漁協の理事を務めておりますが、ふだんは男鹿市沖で定置網漁業を営んでおりま
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す。 

 事前の意見書に記載のとおり、本県のヒラメ漁獲量は、ここ10年ほど150トン前後で落

ち着いております。資源の現状は安定していると感じています。漁業者が資源管理計画に

よって自ら休漁日を設定したり、漁業権行使規則において、30センチ以下の個体の採捕を

行わないように取り組んでおります。こうした取組も資源の維持に寄与しているものと考

えています。 

 本県においては、知事許可の刺し網漁業及び共同漁業権内の刺し網漁業、底びき網漁業、

定置網漁業で広く漁獲されるヒラメは、安定した価格で取引されるため、漁業者にとって

大切な収入源でもあります。 

 ＴＡＣ制度という数量管理の導入を検討する上で、懸念している点を幾つか申し上げた

いと思います。本県では春先から夏前にかけて、ヒラメの漁獲が増える時期です。当然な

がら天候に左右される、出漁日数が漁獲量の増減に大きく影響します。海洋環境の変化に

より漁期や漁場も変化しておりまして、漁獲量だけから資源状況を把握することは困難だ

と思います。 

 また、他県でも同様かと思いますが、混獲の多い魚種ですので、数量規制の下で「配分

数量に達したので、これ以上採捕できない」と言われますと、休漁するしか手だてがなく

なってしまいます。刺し網漁業については、カレイなど、他の魚種を狙った操業も可能で

はありますが、混獲を回避することはかなり難しいものと思います。 

 さらに、大臣許可の沖合底びき網漁業でもヒラメが漁獲されております。本県における

その漁獲量は、刺網漁業、定置網漁業などと同程度であります。大臣区分と知事区分の数

量管理のバランスを取る必要もあると考えます。 

 また、種苗生産については、本県では第８次栽培漁業基本計画の下、種苗生産や放流に

取り組んでおります。令和４年度は24万尾の放流を行いました。 

 なお、種苗生産については、一部を漁業者による負担で行っております。漁業者の減少

や魚価の低迷により、漁業者の負担が大きくなっている中、数量管理となると、更に負担

が増すことを懸念しております。10年後の目標設定とありますが、漁業者の経営もヒラメ

の資源量も、10年後まで持続できるように考えていかなければならないと感じております。 

 今後の資源管理を進める際には、これまで漁業者が積み上げてきた資源管理の取組が無

駄にならないようなお願いをしたいと思います。 

 各漁業者らが自らの経営で現在いっぱいいっぱいになっている中、このＴＡＣ制度につ
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いてどこまで理解し、納得できるのか、不安もあります。漁業種によってはヒラメの漁獲

が安定していますので、そういう漁業者にこのままではヒラメの資源量が減少してしまう

と説明しても、肌感覚で違うので、受け入れにくい部分があろうかと思いますので、現場

の漁業者を始めとした関係者の皆様には、現状をしっかりと分析した上で、資源管理の目

指す方向性について御説明をお願いできればと思います。 

 以上です。 

○田中部会長 杉本様、ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、新潟県の丸山様、よろしくお願いいたします。 

○丸山参考人 新潟県水産海洋研究所漁業課専門研究員の丸山と申します。 

 ２年前に定年を迎え、再任用で研究の現場に戻ってまいりました。10年ほど管理部門に

いたため、その間の資源研究の変化に、なかなかついていけないところもありますが、新

潟県の水産試験場に配属になって以来、ヒラメの資源管理については、様々な形で携わっ

てきていますので、今回意見を述べさせていただきたいと思います。 

 資源評価については、先ほど機構の説明の質疑応答の際に述べさせていただきましたの

で、ここではＴＡＣ管理が本当に適切なものかというふうなところに視点を当てて、ちょ

っと意見を述べさせていただきたいと思います。 

 まず、ヒラメは、沿岸漁業においては最重要魚種であり、これまでに種苗放流、休漁、

体長制限など、様々な資源管理が取り組まれてきました。その結果、新潟県では小型個体

の漁獲割合は大変減少し、大型個体の割合は増大し、漁業者の減少にもかかわらず、漁獲

量は安定しています。資源評価結果を見ても、資源量は安定し、親魚量も増加傾向にあり

ます。 

 このような状況にあって、新たにＴＡＣ管理に移行する必要性を漁業者に納得させるこ

とができるのか、非常に疑問に考えています。 

 次に、定置網や底びき網などの沿岸漁業は、他魚種を漁獲し、複合的に資源を利用する

ことで収益を確保しています。豊漁の魚種もあれば、不漁の魚種もあり、その時々に漁獲

される魚種を利用して経営を安定化させてきました。沿岸漁場の環境収容力は有限であり、

それぞれの資源は増減を繰り返し、動的バランスを維持しながら、その一部が漁業によっ

て利用されています。 

 現在の資源評価は、魚種ごとに独立に行われていますが、沿岸漁業で利用されている多

くの資源は、漁業の実態に即して複数種を対象に適切に管理する必要があり、魚種ごとに
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ＭＳＹ水準の親魚量を確保することを目標にＴＡＣ管理することは、適切じゃないと考え

ています。 

 また、ヒラメは魚食性が強く大型になり、沿岸域では食物連鎖の最上位に位置する魚の

一つです。ＳＢｍｓｙを超える水準に資源を維持することは、生態系に大きな負荷を掛け

ることになりはしないか不安ですが、そのことについて資源評価は考慮はしていません。

定在性の強い魚種については、単独での資源管理ではなく、複数種の管理を想定して、資

源管理目標を設定すべきと考えています。 

 現状では資源評価は魚種ごとに行われており、複数種のＭＳＹを実現する管理手法は開

発されておらず、沿岸漁業で利用されるヒラメなどの資源は、漁業法第８条第５項の漁獲

量の総量管理を行うことが適当でないと認められる場合に該当すると考えます。ＴＡＣ管

理を導入するということであれば、沿岸漁業で利用されている複数種を、同時にＭＳＹ水

準で管理する方法を、科学的に確立してから行うべきであり、性急にＴＡＣ管理への移行

をすることは適切でないと考えます。 

 少なくとも、これまでの資源管理によって資源が増加傾向にあるヒラメ日本海北部系群

については、インプットコントロールやテクニカルコントロールなど、現行の資源管理を

継続するという選択肢も考慮すべきと考えます。 

 最後になりますが、新潟県、そして日本海北部海域の他の県も同様かと思いますが、沿

岸漁業は収益性が低く、漁業者の減少に歯止めが掛からない状況にあり、漁業者の多くは

魚が増えても、漁師がいなくなってしまうのではという危機感を持っています。30年前ま

では、魚価は高く、経費も今より安かったので、収益が見込める魚も多く、その結果、獲

り過ぎて魚がいなくなってしまいました。今は漁業者が魚がいないというのは、本当に資

源が減ってしまった魚種もありますが、収益が見込める魚が減ったという意味合いにも通

じるかと思います。 

 沿岸漁業で今求められているのは、単にＭＳＹを実現するために、親魚量をＳＢｍｓｙ

を超える水準に維持するといったプロダクトアウト的な目標ではなく、持続的な漁業経営

を可能とするマーケットイン的な資源管理手法を実現していくことが必要かと考えます。 

 意見は以上となります。 

○田中部会長 丸山様、ありがとうございました。 

 それでは、全底の富岡様、よろしくお願いいたします。 

○富岡参考人 全底の富岡です。発言の機会を頂きまして、ありがとうございます。 
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 今、丸山さんが大体もう全ておっしゃったので、私はもう言うことがないんですけれど

も、毎回毎回申し上げていますけれども、今回このＴＡＣの対象にする魚種を拡大すると

いうことで進められていますけれども、それぞれの魚種の持つ意味合い、一方で、管理と

いう方は全然研究もされていない部分が多くて、数量だけ決めれば、後は何か勝手に管理

を考えなさいというふうに感じてどうしようもないんです。まして、このヒラメの場合は、

沿岸で実に細やかにいろんな漁業で利用されている。もちろんうちの漁業も利用していま

すけれども。 

 あとは1990年代から資源管理型漁業という名前で、皆さんいろんな取組をやって、それ

ぞれ地域に管理協定がしっかりできている。加えて、種苗放流も一つの手法として定着し

ているという中で、特に今ヒラメがなくて困っていると、これはもう実は漁業者から私は

聞きません。 

 そういった中で、無理くりにこの数量管理をやるという必然性というのは、正直理解で

きておりません。多分これは今日の参考人の方は皆さん、そういうふうに感じておられる

と思っていますので、ここだけは強調させていただきたいと思います。 

 以上です。 

○田中部会長 ありがとうございました。参考人の皆様、貴重な御意見ありがとうござい

ます。 

 それでは、続きまして、水産庁から、ヒラメ日本海北部系群の基本的な考え方について、

説明をお願いします。 

○資源管理推進室長 御説明いたします。資料５を御覧ください。 

 こちらでは、資源管理の基本的な考え方としまして、資源管理に関する意見や論点を整

理するということで、ステークホルダー会合に向けて、水産庁や水産機構が検討すべき課

題、宿題を整理するという趣旨で、資料を取りまとめております。 

 表紙をめくっていただきますと、目次があります。資料の構成としましては、まず、資

源評価の結果のおさらい、それから、２として、関係する地域の漁獲の現状についての基

礎的な資料、そして３番目が、本部会で議論する事項について、参考人の方々、意見表明

者の方々から事前に書面で提出いただいた意見を取りまとめたもの、最後に４、今後につ

いてというふうになっております。順番に御説明します。 

 ２ページを御覧ください。 

 資源評価の結果について、簡単におさらいをいたします。漁獲量は1970年代前半から80
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年代後半にかけて大きく減少しまして、その後、90年代に増加しましたが、以降、増減を

繰り返し、2017年以降は緩やかに減少ということで、直近2021年の漁獲量は1,230トンと

いうことです。 

 漁獲圧につきましては、右側に神戸チャートがございますが、全ての年でＭＳＹを実現

する漁獲圧Ｆｍｓｙを上回っているという状況です。親魚量につきましては、全ての年で

ＭＳＹを実現する親魚量ＳＢｍｓｙを下回っているという状況でございます。資源量につ

きましては、2016年以降、おおむね横ばいということで、2021年においては、4,734トン

と推定されているという状況です。 

 下の緑色のところにございますが、親魚量は2021年で4,006トンということで、基準値

の案につきまして、目標管理基準、限界管理基準値、禁漁水準それぞれ5,701トン、1,832

トン、269トンということでございますので、現状としましては、限界管理基準値を上回

っていますが、目標管理基準値からすると、少ないという状況ということでした。 

 また、一番下のところ、例えばと書いてあるところは、現状の資源評価の基づく漁獲シ

ナリオですけれども、基本的な考え方、仮に10年後に50％以上の確率で、親魚量が目標管

理基準を上回るというケースのシナリオで考えますと、10年後の目標達成確率、下の表の

右側のところ、黄色く塗ってあるところ、βを0.9とした場合は47％、50％以上となるの

は、β0.8のときの59％となるということでした。 

 仮にこの考え方で、現時点で2023年のＴＡＣを設定するということになった場合には、

このβ0.8に対応する漁獲量の平均値0.8千トンという数字になりますが、これがＡＢＣの

値となり、ＴＡＣ設定の基となるということでございます。 

 また、この場合、平均の漁獲量の将来予測は、2024年以降、徐々に増加して、2033年は

1.4千トンと予測されるという、こういうことでございました。 

 次に３ページを御覧ください。関係地域の現状についてのまとめです。どのような形で

このヒラメ日本海北部系群が漁獲されているかというようなことをまとめた資料でござい

ます。分布につきましては、左下に図がありますが、青森県太平洋側から富山県に至る沿

岸域に分布し、季節的な深浅移動を行うということで、ふ化した仔魚は、ごく沿岸域で着

底して、成長した後、徐々に沖合域へ移動するということです。 

 漁獲は主に刺網、定置網、底びき網によって行われておりまして、各県で広く漁獲され

ているということですが、県により、主たる漁業種類は異なるという状況です。また、こ

の資源は周年漁獲されておりまして、主漁期は県や漁業種類によって若干異なりますが、



- 33 - 

系群全体としては４月から６月の漁獲量が多くて、年間の約50％を占めているというよう

な状況でございます。 

 右下の参考、漁獲シェア表というものは、最近の漁獲の実績について３か年平均、５か

年平均、それぞれ１年ずつずらして、近年の漁獲実績のシェアを計算したものでございま

す。黄色いマーカーをしている部分は、全体の漁獲量の上位80％に含まれる値ということ

で、特定水産資源、ＴＡＣ魚種については、これまでおおむね漁獲量の上位８割に含まれ

ている大臣管理区分及び都道府県については、ＴＡＣを配分するときに数量を明示して配

分して、数量管理を行っていただく。また、この80％に含まれない都道府県については、

現行水準というような形で目安数量を示して、その範囲内に収まるよう、努力量等の管理

を行っていただく、というのが基本的な仕組みですので、この黄色いマーカーの引いてあ

る県につきましては、仮にこのような同じ考え方でＴＡＣを設定、配分するとした場合に、

数量明示になるであろうということです。現状でいいますと、青森県、秋田県、新潟県と

いったところが、数量明示になる可能性があるということでございます。 

 ４ページ以降９ページまでは、関係する大臣許可漁業、沖底と、関係する県ごとに１枚

ずつのシートで、漁獲の状況の概要をお示ししております。こちらにつきましては、説明

は省略させていただきます。 

 資料の10ページを御覧ください。10ページから22ページまで、こちらは事前に参考人、

それから、意見表明者の方々から書面で提出いただいた御意見を全体及び各論、さらに、

そのほかの御意見ということで、10の項目ごとに整理しているものです。 

 それぞれ最初の方の黄色い枠で囲った部分というのは、頂いた御意見の中から主なもの

を事務局でピックアップして、簡潔に書いたものです。これらの基になっている御意見は、

その後ろ、青いところにそのまま掲載しております。本日はちょっと時間の限りもありま

すので、ここでは御紹介しませんが、後ほど御覧いただければと思います。 

 23ページを御覧ください。こちらが頂いた御意見を基に、事務局で整理しました御意見

や論点のまとめの案というものでございます。これはステークホルダー会合に向けて水産

庁、あるいは水産機構への宿題というような形で、これまでの検討部会と同様に、四つの

項目に整理して取りまとめております。 

 なお、これは事前に書面で頂いた御意見を整理したものなので、本日の検討部会におい

て、参考人の方々から御発言いただいた内容については、反映されていないものもござい

ますので、この後、皆様からの御意見を頂き、必要な修正を行うこととしたいと思ってお
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りますが、この案につきまして御説明します。 

 まず、漁獲等報告の収集につきましては、スマート水産業推進事業の活用等により、現

場に過度な負担が掛からないような漁獲報告体制の構築が必要という御意見がございまし

た。 

 また、資源評価につきましては、海洋環境の変化や種苗放流の効果も考慮した上で、資

源管理目標を導入すべき。ＭＳＹ水準で高齢魚が最大漁獲量となる目標とするのではなく、

市場価値を踏まえた目標設定とすべき。 

 資源管理につきましては、漁業者間で不公平が出ないよう、平等に管理していく体制を

構築する必要がある。ＴＡＣ導入に当たっては、漁業者の意見を十分に聞いた上で、慎重

に行ってほしい。資源状況の変動に伴って、臨機応変に資源管理方法を変えていく必要が

ある。混獲種の数量管理を適切に運用するための具体的な方策を提示してほしい。 

 最後に、ステークホルダー会合で特に説明すべき重要事項についてですが、漁業者、研

究者、有識者等以外の一般の方も理解できるように、分かりやすく説明してほしい。資源

評価の課題や制度について、分かりやすく説明してほしい。数量管理の必要性や資源管理

の目指す方向性について、理解が得られるように説明してほしい。 

 このような取りまとめ案としております。 

 最後に、24ページ、４、今後についてでございます。こちらは検討の進め方のプロセス

を資源評価結果の公表から順に書いたものです。本日はこの③、赤い枠で囲ったところ、

資源管理手法検討部会で意見や論点の整理を行うというところでございます。ここでの整

理を受けて、今後ステークホルダー会合を開催して、管理の方向性を取りまとめていくと

いう流れになるものです。 

 その後、資源管理基本方針の別紙としまして、ヒラメ日本海北部系群について具体的な

内容を取りまとめた案を作成し、パブリックコメント、水産政策審議会資源管理分科会へ

の諮問・答申を経て決定し、その後に管理を開始するという流れになるというものです。 

 私からの説明は以上です。 

○田中部会長 ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、御質問等ございましたら。もしなければ、次の事項、総

合討論の方に移りたいと思いますけれども、何か確認したい点とかはございますか。 

 どうぞ、富岡さん。 

○富岡参考人 最後の23ページのステークホルダー会合で特に説明すべき重要事項という
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ことで、３項目出ているんですけれども、一番最後の「数量管理の必要性や」というくだ

りがあるんですけれども、これは一般論で答えられても困るんですよね。日本海北部のヒ

ラメでどうして今回数量管理をしないといけないのかという説明がなければ、漁業者はや

っぱり納得できないんだと思うんです。この点だけは特に強調したいと思います。 

○田中部会長 よろしいですか。 

○資源管理推進室長 御意見ありがとうございます。今、御発言いただいた御意見を含め

て、これからまたこの場でここをどう修正するかという議論になるかと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

○田中部会長 分かりました。 

 丸山さん、どうぞ。 

○丸山参考人 23ページの資源管理のところなんですが、漁業者だけではなくて、遊漁者

も、ヒラメについてはかなり採捕しているかと思いますので、やっぱり遊漁者も取り組め

るような形の資源管理をしていただきたいというふうに考えますので、最初のところの例

えば「漁業者間で不公平が出ないよう、平等に管理していく」、これに中に遊漁者も入る

ような形にしていただければなというふうに考えます。 

 あわせて、その中で遊漁についての情報をきちんと収集していく、あるいはそれを管理

していくというふうな体制づくりも必要なのかなというふうに考えます。 

○田中部会長 丸山さん、ありがとうございました。 

 ということは、資源評価にも遊漁の釣獲量を入れなさいということだと思いますが、こ

こで宿題が１個増えたということですかね。 

 もうそろそろ総合討論の方に入ってしまいそうなんですが、それでは、総合討論の方に

移りたいと思いますが、これまでの説明や参考人等からの御意見を踏まえまして、当部会

の方で論点や意見として整理すべき内容について、御意見を伺いたいと思います。 

 まずは委員の皆様から御意見をお願いしたいと思いますが。 

 じゃ、川辺委員からどうぞ。 

○川辺委員 私も23ページのまとめのところを拝見していて、ちょっと違和感を覚えまし

て、どういう違和感かというと、何かこれはヒラメじゃなくてもいいんじゃないのという、

この内容は、ほかの魚種でも出せるかなというような。 

 先ほど参考人の方々の御意見の中では、やっぱりヒラメに特化したお話というのが、た

くさん出てきたと思うんですね。そういうのをもう少し反映された方がよろしいんじゃな
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いかなと。 

 例えばヒラメというのは、非常に沿岸漁業の中でも、価格が安定して獲れているという

こともあって、経営の柱になっていると、そういう重要な魚種であるという位置付けもあ

りましたし、それから、資源的に見たときに、生態系で見たときに、上位に位置していて、

これに対して一定の規制を掛けるということによって、生態系にも影響が及ぶんじゃない

かとか、そういった懸念があるとかということもありましたし、経営の話をもう少ししま

すと、日本の沿岸漁業というのが多種多様な漁業で、多種多様な魚が獲れる日本の沿岸漁

業では、漁、不漁というのがあるけれども、それぞれの時期とか年に合わせて、工夫をし

ながら経営を安定化させてきたとか、そういったお話があったので、特にヒラメというの

は、その中でも中心的なものだったんじゃないかと思うので、何かそういった話をもう少

し反映された方が、ステークホルダー会合の話合いは深まるんじゃないかなというふうに

思いました。 

 以上です。 

○田中部会長 ありがとうございました。 

 それでは、木村委員、どうぞ。 

○木村委員 この中で、やはり漁業者に対して規制を掛けなくちゃいけない理由を、きち

んと明確にする必要があって、水研からの報告を見る限りにおいては、ベータを１にして

も、現状の漁獲量、漁獲圧をそのまま継続したとしても、親魚量は減らずに増えていくん

ですね。一時的には減るけれども、増えていっています。これは間違いなくそうです。 

 今、水研からは何か意見があるようですけれども、水研の報告を見る限りにおいては、

2033年には目標管理基準値については、確かに5,701トンを下回ってはいますけれども、

どんどん増えていっています、これは。一時的に減るのは、2023年と2025年ぐらいにかけ

てぐらいであって、その後はどんどん増えていっているので、2040年というふうなぐらい

のところまで見ていけば、これは目標管理基準に到達するでしょう、このままいけばとい

うことになるわけです。 

 この表を見る限りにおいては、本当に規制を掛ける必要があるのかということについて、

これが一番いい表だと思いますね。ずっと増えていっているんですよね。これは一体どう

いうことなのかというのを、やっぱり漁業者の方に、もし水研がこの現状においても、こ

れはやはり大きな問題だというのであるならば、これをきちんと漁業者の方にも分かるよ

うに説明いただきたいと思います。そうしない限り、現状のままで十分じゃないかという
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ことになります。この表は現状のままでもいいと。一時的に減るかもしれないけれども、

現状のままでいいと。いずれ増えていくということを言っていると思いますよ、これは。

どこからどう見ても。 

 なので、この表を使って説明するのであるならば、漁業者の方々にきちんと、この表の

どこが非常にまずくて、やはりベータを0.8とかに設定をして、800トンしか獲れないよう

な設定をするということの説明は、是非丁寧にしていただきたいなというのを、私は感じ

ました。 

 以上です。 

○田中部会長 どうぞ、川辺委員。 

○川辺委員 すみません、先ほどヒラメの漁獲量の経年変化というのを見せていただいた

と思うんですけれども、70年代から80年代にかけて大きく減って、90年代に入って大きく

増えていくんですね。それがヒラメの資源管理元年とかと言われるのが始まった頃なんじ

ゃないかなと思うんですけれども、各地で自主管理というのを始められて、そういった効

果の話というのが、余り伺えなかったので、何かそこももう少し御説明いただいた方がよ

ろしいんじゃないかなと思うんです。 

 それはもしかしたらＴＡＣ規制反対という方向に行くのかもしれないんですけれども、

でも、この自主管理の評価というものもきちんとされて、その上でこのＴＡＣというもの

がどういう意味を持つのかというふうに持っていかれた方が、合理的かなというふうに思

います。 

 以上です。 

○田中部会長 ありがとうございました。 

 一応私も委員なので、先に私の意見を述べさせていただきますが、実は私の学位論文は、

新潟県沿岸の異体類をモデルにした資源管理のシミュレーションで学位論文を頂いており

まして、当時のことからよく知っております。 

 当時、ヒラメは10センチから15センチ、９月に沖出しした時点で、もう獲られていたん

です。だからあの89年、あの頃はすごくそういう頃ですよ。その後になって、30センチに

なりというのが段階的に上がって、自主管理が普及していくわけですね。 

 さっき青森から話がありましたけれども、青森県は市場で揚がったヒラメの何％かを、

種苗放流経費として徴収をして、放流に回していたんですね。そういうかいもあって、あ

あいうふうに回復してきたので、そういう意味で、多分沿岸の、今日、はっきり皆さんお
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っしゃられなかったんですが、そういった沿岸の自主管理の効果について、漁業者の方は

みんな知りたいと思っているんですね、努力したわけですから。だから、そこを何か出し

てほしいなというのが１点と、それから、学位論文の経験からいうと、やっぱりマルチス

ピーシーズで考えないと、うまくいかなくて、新潟でいえば、ヒラメ、マガレイ、ムシガ

レイ、ヤナギムシ、板引きなんか、その辺で大体決まるわけですよね、その収益が。 

 だから、その中の１種類をどういう方向に、ヒラメは１種類なんですけれども、どうい

う方向に持っていくかというマルチスピーシーズの中でという位置付けの中でという工夫

が要るなということですね。それから、あともう一つは、種苗放流の効果もちゃんと計算

をしてやる。 

 この漁業者間で不公平が出ないようにと書いてあるんですけれども、規制のレベルが漁

業者の地域によって違うわけなので、漁業種類によっても。だからその辺の資源管理をや

った人が損をしないように、ちゃんと規制をして我慢した人にメリットがあるような配分

なりなんなりをしてもらえるように、工夫してほしいというのが要望ですね。 

 私の方からは以上になります。 

 それでは、私も言ったので、ほかに引き続き、参考人の皆様から御発言があれば、お願

いします。 

 丸山さん、どうぞ。 

○丸山参考人 今回、資源評価ということでなっているかと思うんですが、実際漁業の現

場を見ると、どんどん漁業者の数が減ってきています。例えば今回ヒラメが漁獲量が減っ

て、実際、資源とか親魚量は全然減っていないのに、漁獲量が減っているというのは、正

に漁獲努力量がなかなか維持できないというふうなのが現場の状況かと思います。 

 10年、20年先というのは、今よりも漁業者の数が減っているというふうに見た方がいい

かと思います。要するに、Ｆの値は計算上は、例えば幾つに増やす、例えばベータの値を

0.8から１にするとかというのは、計算上はできますけれども、実際の現場というのは、

なかなかそんな簡単なものではなくて、一旦失われてしまったそういう漁業の現場、漁業

者の数、そういうものというのは、なかなか回復ができないですし、そういうふうなもの

にやはり視点を当てていかないと、なかなか資源のきちんとした管理、あるいは水産資源

をうまく利用して、成長産業に持っていくというふうなところは、実現できないのかなと

思いますので、できれば、資源評価会議ではそういうふうな話は全然できないので、ステ

ークホルダー会議の中でそういうふうな視点を持って、いろいろと議論を進めていただけ
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ればなというふうに考えます。 

 以上です。 

○田中部会長 ありがとうございました。 

 今の点はどこに入れますかね、入れるとしたら。資源管理の目標。目標という項目が、

ひょっとしてここにはない。主旨は魚の持続性だけじゃなくて、産業の方の持続性も考え

てくださいと。これは最近の会議で、ずっといろんなところで出てくる話題なんですけれ

ども。どうしますかね。 

 今日はこの資料５の23ページをまとめたいというか、これを資源管理分科会の方に提出

して御審議いただくものなので、これについて御検討いただければと、御意見があればで

すね。ここを直してほしいとか。 

 最初にあった富岡さんの話だと、一番最後のところ、冒頭に「本系群の」とかを入れる

というのはどうですか、「本系群の数量管理の必要性」。これはここだけじゃないんだけ

れども。全部に係るといえば係る。 

○資源管理推進室長 もちろんこの系群についてまとめているので、その意味は含まれて

いるんですけれども、特にステークホルダー会合の一番最後、３ポツ目は「本系群につい

ての」というようなところを入れるという修正ですね。 

○田中部会長 多分、一番今日いっぱい出ていた意見は、何でする必要があるのかという

ことだったと思うんですね。規制しても、しなくても、あんまり変わらないしという意見

もたくさん出されていたと思うので、だからその必要性については、特に説得力のある説

明をお願いしたいということだと思うんですね。 

 どうぞ、木村委員。 

○木村委員 そのことからすると、ＴＡＣ制度をやはり導入して、何か資源が大きく減っ

たときに、枠組みをきちんと作っておくことがとても重要で、それが漁業者にとって、将

来的に利になるんであると。だからそのためのものであって、今回、多分これは非常に厳

しい何かが、キャップがはめられるとは私は理解していないので、でも将来大きく減った

ときに、いかにそれを迅速に進めていくか、そのためのシステムづくりとして理解してほ

しいという言い方を、強く強調された方がいいかと思います。 

 規制ありきにしてしまうと、今の段階で具体的に800トンとかという数字は、ちょっと

全然現実的ではないと私は思いますけれども、それ自体は。だけれども、もっと上の数字

になるだろうと思いますけれども、いざというときのための枠組みづくりだというふうに
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理解していただくのが重要で、それをまず是非御説明いただきたいと思います。 

○田中部会長 どうぞ、川辺委員。 

○川辺委員 今の木村委員の御意見と重なると思うんですけれども、例えば新潟の丸山さ

んの意見書を拝見しますと、ステークホルダー会合で特に説明すべき重要事項として、水

産業の成長産業化に資する資源管理手法の提案というお話が出ているんですね。こういう

資源管理をやっていって、それで水産業というのがちゃんと成長するかなという話を、も

うちょっと打ち出されないと、なかなかステークホルダーの方たちには受け入れられない

だろうなと思います。もう少しここの部分を、経営に関わる部分というのを重要事項とい

うところで扱われてもいいんじゃないかと思います。 

○田中部会長 どうしますかね。できれば、この場で何か合意文書ができると有り難いん

だけれども。ちょっと今回ここの文章、ボリュームが少ないので、いつもこれの1.5倍ぐ

らいあるのに。 

○資源管理推進室長 幾つか頂いた御指摘、ちょっと整理していきたいと思いますけれど

も、まず、先ほどステークホルダー会合のところの数量管理の必要性のところ、特に一般

論ではなくて、この資源についてということで、本系群についてのというようなことをま

ず入れるというのが一つありまして、そのほか、遊漁の話があったと思います。遊漁者、

資源管理のところで漁業者だけではなくて、遊漁者も取り組めるようにというお話と、そ

の遊漁関係の情報収集というようなところがあったと思いますので、遊漁は上の情報収集

のところと資源管理のところに、遊漁の要素を入れるということかなと思いました。 

 あと、資源管理のところは、これまでの自主的な資源管理を評価した上で、どう管理し

ていくかというところなんだと思いますが、何番目に入れるのがいいのかな。 

○資源管理部長 ちょっと多数御意見を頂いたので、項目だけどういう要素を入れた方が

いいかというのを確認をしたいと思います。 

 先ほど永田の方からありましたように、ヒラメの北部日本海系群に特化したという話が

分かるような記述を、ちゃんと加えていくということですね、これが一つ目だと思います。 

 それと、先ほどありましたように、遊漁の話、情報収集と、あと管理の部分が若干ある

んだと思います。ですから、２か所入る可能性があるということだと思います。 

 あと、資源評価につきましては、ちょっとできるかどうかは別にしまして、御意見とし

ては、これまでの自主的管理の効果といいますか、そういったものをできるだけ示してほ

しいという話がありましたので、多分一つ目のところ、１行目というんですかね、ここを
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もうちょっと膨らませた方が、皆様の意見を踏まえたものになるんじゃないかということ

です。 

 さらに、御意見としてありましたのが、一つは、恐らく資源評価の部分と管理の部分両

方なんですけれども、ほかの魚種との関係を踏まえた目標設定が考えられないのかという

ことが、多分ヒラメがかなり高次捕食者であるということを踏まえたような話がありまし

たので、一応直ちに多分示せないんだと思いますけれども、そういう御意見があったとい

うことは事実だと思います。 

 さらに、もう一つありますのが、目標という意味で考えますと、資源管理のところにち

ょっと入ってくるんじゃないかと思いますが、田中先生からありましたように、多分ここ

の「平等に管理していく体制を構築する必要がある」の後か、もう一文増やすのかという

ことだと思いますが、各地における種苗放流や規制のレベルが異なるということを踏まえ

て、管理の体制を考えてほしいということの指摘があったんじゃないかということだと思

います。 

 木村委員からありましたように、ＴＡＣの話については、全体として長い目で見たとき

の話をちゃんと、要するにその必要性を強調すべきだということだったというふうに理解

をいたしました。 

 大体そんなところでしょうか。あとは、先ほど丸山参考人から言われたように、多分目

標との関連かもしれませんが、努力量が減っていくんじゃないかという話がありましたの

で、そういったものをどう踏まえるかということがちょっとあるのかなと、資源管理の目

標を考える上でと思っております。 

 具体的にちょっと私の印象で申し上げますと、恐らく多分、今回の資源評価におきまし

て、細かいやつを見ると、多分どこかに書いてあるんだと思うんですが、恐らくこの成熟

年齢とか年齢別の体重だとか、将来予測の中での組成というんですか、そういったものが

多分分かると、経済的な意味での目標みたいなのを、何となくイメージするというんでし

ょうか、そういうものを議論する材料にはなるんじゃないかというふうに思いました。 

 そこは多分予測されているので、あるはずなので、それはステークホルダー会合で、議

論する材料を提供するようにしたらどうかというふうに感じました。 

 ちょっとすみません、以上です。 

○田中部会長 何点あったんですか、今。５点ぐらいはあったように。 

 ６点。じゃ、６点加筆するということで、当部会にお任せいただけますでしょうか。 
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 一応、今部長からあった話について加筆するということでよろしいですか。 

 じゃ、なければ、これまでの議論、今水産庁からコメントがありましたが、こちらの方

に御一任いただくということで、まとめさせていただきたいというふうに思います。 

 もうこれで水産庁からはよろしいですか、コメントはなくて。 

 ありがとうございます。それでは、今部長の方から発言がありましたとおり、６点ほど

加筆するということで、当部会としてヒラメ日本海北部系群に関する論点、意見を取りま

とめることとさせていただきたいと思います。取りまとめの内容につきましては、ここに

いる委員に御一任させていただければと思います。 

 また、この取りまとめの文章につきましては、後日、水産庁のホームページで当部会の

検討結果として公表するとともに、部会の運営規則第２条に基づき、資源管理分科会に報

告することとします。水産庁におかれましては、本件に関する資源管理分科会での取りま

とめを踏まえまして、ステークホルダー会合での具体的な管理に向けた議論の準備を行っ

ていただきたいと思います。 

 それでは、ヒラメ日本海北部系群に関する議題は、ここまでとさせていただきます。皆

様におかれましては熱心な御議論、御討議を頂きまして、ありがとうございます。誠に感

謝を申し上げる次第でございます。 

 それでは、次に、ヒラメ日本海中西部・東シナ海系群の議題に入る前に、休憩を挟みた

いと思います。じゃ、時間どおり３時30分から再開しますので、それまでにお席にお戻り

ください。 

（休憩） 

○田中部会長 時間となりましたので、それでは、再開いたします。 

 続きまして、ヒラメ日本海中西部・東シナ海系群の検討に移ります。 

 本系群に関する参考人の皆様は資料２に詳細を載せておりますので、こちらで御紹介に

代えさせていただきます。御了承ください。 

 それでは、本議題から参加される方もいらっしゃいますので、本日の議事について改め

て御説明いたします。 

 初めに、国立研究開発法人水産研究・教育機構より資源評価結果について御説明いただ

きます。その後、参考人の皆様から事前に書面で御意見を頂いておりますが、特に重要な

点について御発言いただく時間を設けたいと思います。その後、水産庁より基本的な考え

方に関して説明を聴取いたします。この中で参考人の皆様及び意見表明者の皆様から事前



- 43 - 

に書面で頂いております御意見の概要も紹介されます。最後に、出席の皆様と総合討論を

行い、論点や意見の整理を行いたいと思っております。 

 ここまでで御質問等ありますでしょうか。 

 なければ、早速議事に入りたいと思います。 

 それでは、水産研究・教育機構、養松副部長からヒラメ日本海中西部・東シナ海系群の

資源評価結果について説明をお願いします。 

○水研機構底魚資源部副部長 ただいま御紹介いただきました水産資源研究所・水産資源

研究センター底魚資源部の養松と申します。 

 私の方から令和４年度ヒラメ日本海中西部・東シナ海系群の資源評価について説明した

いと思います。 

 では、始めたいと思います。２枚目、スライドをお願いします。 

 本日の説明の内容ですけれども、この三つに分けて説明させていただきます。漁獲量・

資源量・親魚量・加入量の推移について、それから、本資源にＭＳＹベースの資源評価を

行う上で適用しました１Ｂルールの考え方、それから、資源評価結果簡易版、今日資料と

して配られていますでしょうか。公表もされておりますけれども、簡易版についての結果

の説明ということで分けて行わせていただきます。 

 次のスライドをお願いします。 

 では、まず一つ目の部分を説明いたします。 

 まず最初に左の地図、ちょっと小さくて申し訳ありませんけれども、本系群として扱っ

ているものの範囲を示しています。石川県の沖合から鹿児島県佐多岬までの日本海中西部

から東シナ海にかけての沿岸にいるヒラメの資源を対象としております。 

 右の図が漁獲量になります。統計としましては70年頃からあるんですけれども、県別に

は70年代半ばぐらいから農林統計として報告がされています。1980年から90年代は大体

2,000トン前後で推移をしておりましたけれども、1998年あるいは99年ぐらいを境に少し

漁獲量というのは落ちてきておりまして、1,200から1,300トン程度で推移をしておりまし

た。 

 それから、ここ２年ほど、2020年、21年は少し漁獲量が下がっておりまして、2021年の

漁獲量というのはこれまでの最低の920トンということになっております。 

 次のスライドをお願いいたします。 

 漁獲量の推移としてはこのようになっているんですけれども、資源量、それから、それ
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がどう変化しているかをどう計算するかということを少し簡単に説明しております。ちょ

っと詳しいことは時間も今回ありませんので、新たな資源評価についてという別資料、資

料３－１ですね、こちらの方を参考にしていただければと思うんですけれども、基本的に

は科学的な知見とか調査による本種の特性ですね。ヒラメの生態的な特徴というものをベ

ースにしております。それに毎年の漁業の情報を加えまして、こちらの情報は漁獲量だけ

ではなくてサイズ組成とかそういうものを各地で調査をしておりまして、そこで毎年更新

をしていきます。特に重要になるのが年齢別に漁獲尾数というものを計算しておりまして、

これをこの知見に加えて毎年資源評価をして資源量などを求めるという計算を行っており

ます。 

 次のスライドをお願いします。 

 こちらが毎年その調査を行っている年齢別の漁獲尾数というものを示しております。漁

獲量はもう少し古いところからあるんですけれども、こちらの調査自体は86年からという

ことで値があります。水揚げ量と魚体サイズ等から年齢別の漁獲尾数というものを推定し

ています。ヒラメに関しては、この系群では一応寿命は12歳ということで設定をしており

ますけれども、高齢になるとちょっと区別もつきにくいと。漁獲尾数も減って、なかなか

その辺の区別ができないということで、１歳から７歳以上ということで七つの区分に分け

て尾数を計算しています。ふ化後大体１年で全長25から30センチぐらいということになり

ますので、90年代前半頃に体長制限、このヒラメの場合では、20あるいは25センチ以下は

獲らないということで再放流するというふうな規制がかかっておりますので、少なくとも

現状はゼロ歳のものはほとんど漁獲されていないというふうに考えております。過去から

遡ってみますと、昔は１歳あるいは２歳というところがかなり主流ではあったんですけれ

ども、現状はそこのところの比率というのは相対的には低下してきているということにな

っています。 

 次のスライドをお願いいたします。 

 先ほどは漁獲している尾数ということだったんですけれども、これを資源量というもの

の計算をしまして、それを示したのがこちらのグラフになります。例えば漁獲量の場合に

は、当然昔の90年代頃と2010年頃とかかなり量的には違うんですけれども、資源量の方と

してはそれほど大きな違いはなくということになります。ヒラメの場合、先ほどゼロ歳は

ほとんど獲られていないというふうに申し上げましたけれども、漁獲される資源というの

は、ヒラメは１歳以上ということで規定をしております。なので、１歳の資源量というも
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のがこのヒラメ資源に加入してくる、今後ちょっと加入量という言葉が幾らか出てきます

けれども、この加入量というのは１歳の資源量ということになります。 

 経年的に見ていただくと、この青いところが１歳魚の資源量になるんですけれども、全

体の減り具合に比べて１歳魚の資源量というのは少し減り気味な傾向が見られているとい

う状況になります。 

 次のスライドをお願いします。 

 親魚量と加入量の推移というものを見ています。左の方のグラフは横に年を取っており

まして、縦軸のオレンジで示しているのが親魚の量です。親魚というのは、この場合ヒラ

メは２歳で大体半分ぐらいが成熟をして、３歳以上は全てが成熟するということが知見と

して分かっておりますので、２歳の半数の重量ですね。親魚は重さで表すんですけれども、

２歳の半数と３歳以上の全ての重量を親魚量というふうにして経年変化を見ています。 

 一方、右の軸が加入量、これは万尾ですね。さっき言いました１歳が加入なので、１歳

の資源尾数というものを加入量というふうに表しておりますけれども、こちらは近年、青

で少し太い矢印で示していますけれども、減少している傾向が見られます。親魚の方はち

ょっと網掛けをしているオレンジのところですね。1,600ぐらいから2,600、2,700トンぐ

らいの間で割と安定しているんですけれども、それに対して加入量というのが少し低下し

ているということになっています。 

 右の図なんですけれども、これは今度このグラフを横軸に親魚量、縦軸に加入量として

プロットした図になります。ちょっと細かくて申し訳ないんですけれども、ここのプロッ

トにそれぞれ何年のデータかという数字がちょっと書いてありまして、上が古いんですけ

れども、縦にだんだん３段階ぐらいに落ちてきているという様子がうかがえるかと思いま

す。ちょっと緑の丸で囲ってみましたけれども、一番上は大体これ90年代になります。親

魚量にかかわらず、大体300から400万尾の加入があったという時代になります。それから、

真ん中ですね、2000年代になりますと、大体200万尾ちょっと上ぐらいの水準で加入があ

ったと。それに比べて2010年以降、現状もそうなんですが、親魚の量はそれほど昔と変わ

ってはいないんですが、今の加入は大体100から200万尾程度に減少しているという結果に

なります。したがって、本種の特徴としましては、親魚量は余り大きくは変化していない

んですけれども、加入量が減少傾向にあって、しかも、それが年代ごとに異なってきてい

るというような特徴が言えるということになります。 

 次のスライドをお願いします。 
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 ここまでがこれまでの資源量等の推移ということでお示しをしました。次に、本資源に

適用した新しい資源評価の考え方に即したルールの考え方ということを説明いたします。 

 １Ｂルールというものを適用しています。ちょっと１Ｂは何だということだと思うんで

すけれども、これまで多分こういう会議を行ってきた多くの資源、今日のこの前に行いま

したヒラメの日本海北部もそうなんですけれども、そちらは１Ａルールというものが主に

使われています。これはどういうことかというと、再生産関係、さっきの親と子の関係で

すね。親がどれだけいれば子供がどれだけ生まれるかという関係がある程度仮定をするこ

とができて、そのことを使って将来予測をして、そこで目標となる親魚量を決める。それ

を達成するような漁獲の強さというのを管理の基準にするという考え方になります。 

 しかし、先ほどお示ししましたように本種の日本海中西部・東シナ海系群に関しまして

は、先ほど言いましたように再生産関係というのがちょっと年代ごとに違ってきておりま

して、余りこれを使った将来予測というのが難しいということになりました。ですので、

ちょっとまた別の方法を使うということで１Ｂというルールというものを使います。 

 このルールについて説明をいたします。次のスライドをお願いします。 

 先ほど言いましたけれども、将来予測ができませんので、目標となる親魚量が決まらな

い、そこから決めるべき漁獲の強さというのも決めることができないということで、本種

に関しましては、まず最初にちょっと順番が変わるわけですけれども、この資源を持続的

に管理するのにどういう漁獲の強さを選べばいいかということを先に選ぶということが一

つ大きな特徴になります。こういうある一定の強さ、資源を持続的に維持する漁獲の強さ

をまず先に設定します。それから、次に将来の加入ですね。親魚からは計算ができないの

で、これまでの加入がどうだったかというところを基本にして、近い将来、ちょっと遠い

将来までは分からないんですが、近い将来どれぐらい子供が入ってくるかということの仮

定を行います。その仮定の下で、先に求めた漁獲の強さで漁獲するということを想定して

将来予測を行うと、目標管理基準値というものの案が算出されてくるという順番になりま

す。 

 次のスライドをお願いします。 

 まず１番ですね。本種の資源を持続的に管理するために適切な漁獲というのはどこに設

定をすればいいかということの考え方を説明いたします。 

 本種は再生産関係はよく分かっていないんですけれども、資源の計算はできております

ので、年齢別の平均体重や年齢別の成熟率ですね。さっき言った２歳だと半分というよう
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なことですけれども、それから、自然死亡係数としても一応資源評価の中で使っている値

というものがあります。これらを使うと、ここの右にあるようなグラフを書くことができ

ます。 

 これも分かりづらくて申し訳ないんですけれども、横軸、これがＳＰＲ（％）と書いて

あります。これはヒラメの全く漁獲がないとき、つまり、漁獲がなくてもヒラメは当然寿

命もありますし、自然で死んでいくものもあるので、量として限界があるわけですけれど

も、その量に対して漁獲をすることでどれぐらい親魚量が残るかという数字です。なので、

全く漁獲がないときに残る親の量を100とした場合に、漁獲を強くすればどんどん残る親

の量は減っていきますので、何％ぐらい親が残るかというところの数字を横軸で示してあ

ります。だから、この横軸は値の小さい方が親が残らないということなので、漁獲は強い

ということになりますし、右に行くほど漁獲がないときに近づくので、漁獲の強さは弱い

というようなことで表現をすることができます。 

 一方、縦軸の方は、今度は加入１尾当たり漁獲量ということを数値で示しています。加

入した個体は成長もしますし、もちろん漁獲もされるんですけれども、そのときの得られ

る漁獲量の期待値というものの計算ができます。ここでこういう年齢別に今の漁獲の仕方、

選択率でやった場合にこういう図を書くことができるということになります。この図を見

ながら漁獲の強さをどの辺にしていきましょうかということを決めることになります。 

 ちなみに現状の漁獲圧、2018から2020年の平均を今現状の漁獲圧というふうに言ってい

るんですけれども、これは12％の位置に相当し、漁獲のない場合の親魚量に対して12％程

度が残るような強さで現状漁獲をしているということになります。 

 次のスライドをお願いします。 

 では、今12％なんですけれども、資源を持続的に維持するためにはどの程度の漁獲の強

さを仮定すればいいかというところになります。これはいろんな知見なども参考にしつつ、

決めていくわけですけれども、資源を崩壊させることがないと判断される漁獲の強さとし

てが25％ＳＰＲよりも漁獲の強さが弱ければ、つまり、一番強くても25％ＳＰＲ程度に抑

えれば崩壊させることはないだろうというようなことが言えるというのが一つです。 

 それから、ヒラメに関しましては、先ほど前の時間に説明がありました日本海北部系群、

太平洋北部系群と、瀬戸内系群とね、ほかに３系群あるんですけれどもそれらは再生産関

係を使って最大持続生産量を出して漁獲圧の強さ、目標となる漁獲の強さを決めているん

ですけれども、いずれも25％ＳＰＲ相当であったということもありますので、ここでは目
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標とする漁獲の強さを25％ＳＰＲというものを選択しました。この青の線で示しているこ

このラインの部分になります。 

 飽くまで結果としてなんですけれども、ここは漁獲量が最大になる漁獲の強さというと

ころにもほぼ一致する結果になっております。この強さでこの資源を管理していくという

ことがよいのではないかということを提案させていただいております。 

 次のスライドをお願いします。 

 漁獲の管理する強さは設定をしました。次に、２番目将来の加入ですね。再生産関係は

使えませんので、過去の加入量の推移をベースに、ここ数年、これから先数年間どれぐら

いの水準で加入が入ってくるかというものを仮定しています。このグラフは加入量の経年

変化を示しております。直近、2021年まで推定はしているんですが、資源量計算の不確実

性が直近では非常に高いですので、ここを除きまして、その前の５年間、2016年から2020

年の水準を仮定しています。平均値としては144万尾ですが、144万という値を与えるわけ

ではなくて、この５年間の値の範囲を使って、ある程度年ごとの振れなども含めながらシ

ミュレーションをして計算しているというものになります。 

 次のスライドをお願いします。 

 先ほど漁獲の強さと将来の加入量というのを設定あるいは仮定をしましたので、ここか

ら目標管理基準値をどう計算したかということの説明をします。 

 先ほどのＳＰＲとＹＰＲのグラフがありますけれども、仮定した加入量の下で25％ＳＰ

Ｒで漁獲するということをずっとシミュレーションで長く世代時間の20倍ぐらいの年数の

計算を行いまして、そのときの平均の親魚量というものが目標管理基準値案、親魚量です

ね、ＳＢｍｓｙ、ＭＳＹベースの親魚量の目標値の代替値ということになります。これが

4,053トンと計算をされます。 

 それから、期待される漁獲量の計算なんですけれども、このグラフを見ていただくと

25％ＳＰＲの強さで漁獲をした場合に、加入１尾当たりの漁獲量、ＹＰＲが１尾当たり

0.7キログラムという値になります。飽くまで平均ですが、144万尾程度入ってくると。そ

の１尾当たり0.76キログラムなので、これを単純に掛け合わせたもの、全く同じではない

ですけれども、大体この辺りの数字が最大持続生産量、ＭＳＹの代替値ということになり

ますが、これが1,091トンと計算をされるというものになります。 

 次のスライドをお願いします。 

 では、ここまでの考え方に沿って出されました結果、簡易版についてポイントを絞って
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説明させていただきます。 

 次のスライドをお願いします。 

 まず、この３番と書いてある赤い文字は簡易版のスライドのページ番号になりますけれ

ども、本種の各管理基準値案につきましては、目標管理基準値案は先ほど言いました直近

５年間の加入量を仮定して、漁獲がない場合を100としたときに親魚25％を残すような漁

獲の強さを行うこととし、その下での親魚量ということで目標管理基準値案4,053トンと

いうことを提示いたします。 

 限界管理基準値案につきましては、過去に観察されたことがある最低の親魚量というも

のを設定しています。これが1,921トンです。確かに親子関係は分からない状態ではある

んですが、やはり親がいないと子供は生まれませんので、これまでいた親の最低量ぐらい

はどんなことがあっても維持したいと。それを下回るようなことがあったら、やはり漁獲

の強さは少し下げた方がいいだろうという提案になっています。 

 それから、禁漁水準案は、限界管理基準値案である過去最低親魚量の20％というところ

に設定をしています。禁漁水準案は384トンです。ＭＳＹの代替値は1,091トンで、それに

対して2021年の親魚量は2,205トンですし、2021年漁獲量は920トンということになってお

ります。 

 次のスライドをお願いします。 

 １Ｂルールを適用していますけれども、１Ａと同じように神戸プロットというものを描

くことができます。神戸プロットの横軸は親魚量の比です。目標管理基準値案と同じ量の

親魚がいればここのラインに乗るんですけれども、それよりも左に来れば親魚量が目標以

下になりますし、逆に右に行けば目標以上ということになります。縦は漁獲圧の比です。

目標とする漁獲の強さよりも、実際の漁獲が強い場合には上の方、赤や黄色のところに行

きますし、漁獲の強さが目標よりも弱い場合には黄色あるいは緑のこの下のところに来る

ということになります。これに対して、実際これまでのヒラメの資源の状態というものを

プロットしますと、全て赤のところになります。ただし、漁獲圧というのは大分下がって

きているということになります。 

 近年特に漁獲の強さが下がっている部分、ここはコロナの影響などもありましたけれど

も、チューニングというものを行っておりまして、資源評価をしているパラメーターとは

ちょっと別の漁業の情報を入れて少し補正をかけているというものになります。コロナの

獲り控えといったようなものもあるかと思うんですけれども、そういうものも少し表現が
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できているのではないかと考えております。 

  右側の図がそれぞれの漁獲管理規則案を示しています。１Ａという再生産関係を使っ

た将来予測から求めた管理基準値規則の場合には、目標とする漁獲の強さに0.8を掛けた

ものを適用するという考え方になるんですけれども、この１Ｂルールの場合には１Ａと比

べてやや不確実性が高いだろうということで、より安全に見ようということでβ0.7を基

本としますので、25％ＳＰＲの漁獲の強さに0.7を掛けた漁獲の強さで漁獲をしましょう

というものになります。 

 上の図が漁獲圧の比ということで、親魚が限界管理基準値案よりも上にあれば目標の漁

獲の強さに0.7掛けした強さで獲り続けるけれども、限界管理基準値案を下回ったら禁漁

水準案まで直線的に落として、漁獲の強さを弱めていくということになります。それぞれ

の漁獲の強さで獲った場合に、親魚量が幾らのときに漁獲量がどうなるかというのが下の

グラフになります。限界管理基準値よりも多ければ直線的に漁獲量というのは増えていき

ますが、それよりも限界管理基準値よりも低くなると漁獲量はもう少し下げていくという

ことで、少し下に凸な感じのグラフになります。 

 次のスライドをお願いします。 

 次は将来予測の結果ということになります。左の図は将来の親魚量です。漁獲の強さは

かなり下げることになります。これもβ0.7の場合を示していますけれども、高い方がβ

0.7を適用した場合、水色は現状の漁獲圧の場合ということになります。これを適用しま

すと、将来の親魚量は急増するということ、一方の現状の漁獲圧の場合にはちょっと横ば

いで少し下がっていくというような状況になります。 

 一方、将来の漁獲量ですけれども、やはり漁獲管理規則は25％ＳＰＲの更に0.7掛けた

もので漁獲をした場合には、一旦漁獲量というのは急減しますが、その後増加してくると

いうことになります。 

 下はその表を示しているもので、飽くまで平均値ですが、上が平均の親魚量、下が平均

の漁獲量を示しています。一番右のオレンジ色で示してあるのが将来の目標の達成確率に

なります。βが１だと44％なんですが、β0.9以下であれば50％以上の確率で達成すると

いうことになります。その二つ下ですかね、β0.7の100％というのが上のグラフの赤で示

した部分になりますし、その下の現状の漁獲量というのが上のグラフの水色で示した部分

になっています。 

 次のスライドをお願いします。 
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 ヒラメについては人工種苗の放流が行われています。１Ｂルールで仮定した加入は144

万尾平均ということでさっきお示ししましたけれども、これに近年の平均的な人工種苗由

来の加入を加算したとして将来予測したものということになります。グラフの見方は先ほ

どと同じですけれども、加入量が純粋に上乗せをされますので、その分の漁獲量が増えた

り親魚も増えたりということになります。特にこの達成確率ですね。先ほど放流がなけれ

ば0.9以下で達成確率50％以上ということになりましたけれども、放流がある場合にはβ

が１でも90％以上の確率で目標を達成するであろうというような計算結果が得られていま

す。 

 次のスライドをお願いします。 

 とはいえ、先ほどお示しもしましたけれども、βイコール0.7という基本規則を使いま

すと、一時的でもあれ、かなり漁獲を下げないといけないということになります。特にこ

の部分を緩和できないかと。もちろん資源が崩壊してはいけないので、資源の悪くなるリ

スクを抑えつつ将来予測も見ながら漁獲の変化を少し抑えられないかということで、今年

度新しくこの上限下限ルールというものが策定をされております。これはどういうことか

というと、前年からの漁獲量の変動を一定割合に抑える、例えばこの管理規則を使うと、

いきなり前年から40％ぐらい漁獲を下げて６割ぐらいにしなきゃいけないというのは大変

だということで、漁獲管理規則では前年から４割ぐらい下げなきゃいけないという計算上

はなったとしても、実際には１割ぐらいや２割減までに抑えながら管理していってはどう

かというルールになります。 

 このヒラメの本資源の場合にもこれを適用できないかということで、計算を行っており

ます。この５％以内と書かれているオレンジですね。これは前年に対して変動の幅を95％

から105％の間に抑える。10％以内というのは、前年の漁獲量の９割から110％ですね、プ

ラスマイナス10％までに抑えるというような計算の仕方になります。それで将来予測、平

均的な漁獲量と親魚量を計算したもののグラフを示しているというものになります。 

 左の方は漁獲量ですけれども、５％以内にしてしまうと2033年、目標となる10年後に期

待する漁獲量がちょっと1,000トンには届かないということになります。緩やかに減らし

ていくので、漁業への影響としてはそれほど大きくないかもしれませんけれども、10年後

の漁獲量がかなり小さくなるということになります。それ以外、10％以内、20％以内、

30％以内であれば10年後には大体同じようなところに到達するであろうという計算になり

ます。 



- 52 - 

 右は親魚量の将来予測になりますけれども、５％以内でも2033年には目標管理基準値を

上回るであろうと平均としてはなるんですけれども、限界管理基準値案である最低の漁獲

量、親魚量をちょっと下回る確率がほかのものに比べて高くなるということが計算されて

おります。ですので、このルールを適用するということがもし選ばれた場合には、５％は

こちらとしては推奨できませんが、10％以内に抑えながら管理をしていくというのは十分

管理効果としても許容できるものではないかなと考えております。 

 次のスライドをお願いします。 

 こちらは先ほどの上限下限ルールを適用した場合の将来予測になります。上が基本ルー

ル、これはβが0.9と0.7の場合を示しました。１Ｂルールは0.7が基本にはなりますが、

種苗放流を考慮しない場合β0.9であれば50％以上の確率で目標達成するということで、

0.9の場合と0.7の場合を示してあります。 

 それから、その下に上限下限ルール、10％を適用した場合の例を示してあります。そう

することによって、漁獲の変動を抑えながら管理をしていくことができるということにな

ります。目標管理基準値を達成する確率、それから、限界管理基準値を上回る確率を示し

ていますが、それほど大きな変化はく、管理上大きな問題はないと考えています。それか

ら、2033年度までに10年間に一度でも親魚量が限界管理基準値を下回る確率としましても、

10％以内であれば0.9％、基本ルールならゼロ％なんですけれども、これぐらいの確率で

あれば許容できるであろうと考えています。 

○田中部会長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明について何か御質問、御意見等ございましたら発言をお願い

いたします。 

 どうぞ、富岡さん。 

○富岡参考人 全底連、富岡です。説明ありがとうございました。 

 結論から言うと、１Ｂルールということで先ほどの１Ａとかとはずっとレベルが違って

いて、言葉は悪いんですけれども、出せと言われたら無理やり出すとこういう話ですとい

うような理解でよろしいでしょうか。 

○田中部会長 ベストアベイラブルと。 

○水研機構底魚資源部副部長 今できることの中で目標を設定しています。現状の漁獲の

強さが12％ＳＰＲというのは少し資源学的には高い数字ではあると考えますので、そこを

抑えつつ管理していくにはどうしたらいいか。その中で目標を決めていくにはどうしたら
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いいかというところで設定をさせていただいた数字ということでよろしいでしょうか。 

○田中部会長 私の感想では、さっきのものよりずっと現実的のような気はします。しか

も、一番最後のものは先ほど来から求められている午前中もありましたけれども、急激な

変化をしないような創意工夫もここに入っているわけで、日本海の北の方もこれを入れた

ら大分変動の幅が小さくなるわけですよね。その辺、大分工夫がされていると思いますけ

れども。 

 ちょっと私の方から一つ質問があるのは、これは５％とか10％とかあるじゃないですか。

これはＡＡＶですよね、結局。 

○水研機構底魚資源部副部長 前年からの変化率です。 

○田中部会長 だから、ＡＡＶに相当するわけなんだけれども、実際の漁業のＡＡＶと比

較してどうかというのが一つの判断基準になるわけですよね。つまりキャッチは出ている

わけですよ、漁獲量の過去の統計から。その変動の幅がどれぐらいかという数値が出れば、

どれぐらいが許容範囲かという産業としての参考数値になるわけですね。恐らく10％以上

の変化はあると思うんですね、実際の産業では。だから、そういうのを一つ証拠立てて説

明していく必要があるんだろうというふうには思いますけれどもね。計算できます、ＡＡ

Ｖは。 

 すみません。専門用語を使って恐縮ですが、ＡＡＶというのはアベレージ・アニュア

ル・バリュエーションといって、前年に比べて漁獲量が何割変化しているかと、そういう

数値なんです。漁獲量の統計はあるので、毎年平均で何割ぐらい変化しているかという数

値はあるわけです。それを使うと産業としてどれぐらいの範囲の変動幅であれば適用でき

ているかと、過去のデータからそれが分かるわけですね。実際にこの上限適用ルールでは

５％から30％か何か計算しているけれども、多分２割ぐらいは動いているんじゃないかと

思うんだけれども、平均したら。ということで、そういう数値を示すと一つの目安になる

と思うので、そういう数値も出したらいいんじゃないかなと思いました。これはコメント

です。 

 ほか、よろしいですか。 

 木村委員、どうぞ。 

○木村委員 将来予測の５、６とかのところ、それで結構ですけれども、これ例えばβを

0.7に変えた場合、爆発的に親魚量が増えるんですよね。３倍ぐらいに。それなのに将来

の漁獲量というのは全然変わらないんですけれども、ここら辺はどういう解釈になるんで
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しょうか。 

○水研機構底魚資源部副部長 ありがとうございます。 

 ちょっと一つ前のスライドを見ていただいてよろしいでしょうか。もう一つ前ですね、

すみません。これが年齢別の漁獲量に相当するようなグラフになります。現状の漁獲圧と

いうのは先ほど言いました12％ＳＰＲになりますので、このグラフの12％のところ、この

オレンジのところよりもちょっと右ぐらいですね。そのオレンジが11ぐらいなので、ちょ

っと右ぐらいになります。今度βが１の場合は緑のところですね、25％ＳＰＲ。将来予測

は0.7で示していますので、パーセントＳＰＲでいうと大体35から36％ＳＰＲになります。

更に右になりますね。20と40の間ぐらいです。そことオレンジに近い現状のところの漁獲

量の高さを見ていただくと、多分ほぼほぼ変わらないということになります。一番高いＦ

ＭＡＸというか、そこの緑よりも右と左にちょうど対称なぐらいの位置に来るので、漁獲

量の総量としては変わらない。だけれども、親魚量は２歳の半分と３歳以上全てなので、

親魚量としてはかなり増えるということになります。したがって、年齢組成として変わっ

てくるが、全体の漁獲重量としては変わらないということになります。よろしいでしょう

か。 

○木村委員 分かりました。ただ、３倍に仮になっちゃったとき、環境収容力の問題から

生態系への影響とかということはどの程度あるんですかね。なければないでいいんだけれ

ども、全体からしたらヒラメのこの資源が非常に大きくはないということであれば、ただ、

そこら辺はどう解釈していますかね。 

○水研機構底魚資源部副部長 その点についてはすみません。現状では考慮された数字に

はなっていないというか計算できていないです。ヒラメは確かに強力な捕食者で魚食性な

ので、ほかの魚種への影響というのは全くないとは言えないんですけれども、今はヒラメ

の単一の種としての計算をしているので、そこは考慮はできていないということになりま

す。 

○木村委員 説明は分かりました。 

○田中部会長 多分この方法で30年、40年続けるということはなくて、５年もしたらまた

変わるんですよ。シミュレーションも一応暫定的に30年とかやっているけれども、資源管

理はそういうものですよ。５年ぐらいでもう変えるというか。 

○水研機構底魚資源部副部長  

やはり加入の仮定ですね。加入量の仮定というのは便宜的に今回過去５年の平均としてい
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ますけれども、これはなぜこうするかというと、近い将来漁獲をしたときに25％ＳＰＲを

超えないようにすることが重要です。なので、想定した漁獲量で獲ってそれを超えた漁獲

にならないように、現実的な加入量を見込んで、そこに基準値となるＦを掛けて漁獲量を

出して管理していくという考え方になります。 

 資源評価は毎年やりますので、加入量がどう変わってきたというのは、毎年資源評価で

確認しながらみていきます。もし加入量が改善するということであればもちろん将来予測

の想定も少し上向くことになるでしょうし、とにかく基準値となる漁獲の強さを超えない

ような管理をしていくというところが重要であって、将来的に絶対この目標ということで

はないかなと考えます。 

○木村委員 最終的に今水研として養松さんの方で提案されるというのは、具体的にβが

どれでどういう基準がよさそうだという御提案なんでしょうか。 

○水研機構底魚資源部副部長 そこのβのところは確率は全てここでお示ししていますの

で、どれを取っていくかというところは恐らく実際に漁業される方々が選んでいただくと

いうことになるかと思います。 

○木村委員 なぜそういう質問をしたかというと、全部そこは100％だし、その横の列を

見ても93とか89とか確かにあるんですが、極めて高い数字になっていますよね。そうする

と、βは別に１でいいじゃないかと。ほかのいろんな魚種でいろいろとやっていても、こ

んなに高いものはそんなにないはずなので、１でいいじゃないかというふうに感じたんで

すけれども、いかがでしょうか。 

○水研機構底魚資源部副部長 ありがとうございます。ヒラメというのはやはり強い捕食

者でもあるんですけれども、成長も非常に早いので、やはり漁獲を抑えることで、その後

の成長がいいものだから漁獲量としては急速に増えるというふうに考えられるんですね。

なので、管理を続けて10年後となるとかなり高い確率で達成しやすいという特徴があると

思います。それを生かして、この上限下限ルールというものを用いながら、急速に漁獲量

を下げて急速に親魚量を回復させなくても、少し抑えてゆっくりでもいいので、10年後に

達成すれば十分だというような考え方を持ってこのルールを適用しているということにな

ります。 

○木村委員 分かりました。 

○田中部会長 よろしいですか。 

 どうぞ、小林さん。 
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○小林参考人 参考人から質問もできるんですかね。 

○田中部会長 この話の内容でよろしければ、どうぞ。 

○小林参考人 長崎市茂木の小林といいます。よろしくお願いします。 

 今説明をお伺いしましたけれども、私たち漁業者にとっては、このβやら何やら数字を

見せられても全く分かりません。私がもう単純で簡単な質問でお伺いしたいことは資源評

価についてですね。まず、資源評価は各年度の水揚げ実績だと思うんですけれども、日本

全体はどうか分かりませんけれども、私たち長崎県の漁業者は減少傾向なんですよ。年々

漁業者は減っていく中、操業日数、操業隻数、操業時間も変わっていく中、水揚げの評価

を加味されての資源評価につながっているのかどうか、そういうこともお伺いしたいと思

って、それが資源評価につながるなら考えてもらいたいと思って意見を言わせてもらいま

す。 

○田中部会長 どうぞ。 

○水研機構底魚資源部副部長 漁獲量の推移を見ています。漁業者さんの数が減っている

ということは全国的に多分あると思います。ですので、漁獲量が減ってきているというの

は必ずしも資源が悪いということではなくて、漁業に出られる方々の努力量が減っている

という部分が当然含まれていると考えています。 

 次をお願いします。こちらが資源量になります。漁獲量だけで見ると獲る人が減ると減

っていって、資源も減っているように見えるかもしれませんけれども、資源量というもの

は計算をして、この形で提示をして、これを基に計算しているというものになりますので、

そこは努力量の減少というところは一定程度ちゃんとここの中では含まれているとこちら

では考えています。 

 それから、先ほどもちょっと言いましたけれども、特に小型のものを獲らないようなこ

とも多分されていると思いますので、その辺のことも十分考慮して資源の全体、資源の組

成として昔は１歳とか２歳をたくさん獲っていたんですけれども、今はそこは少し少なく

なってきていると。特にゼロ歳はもう多分獲っていないと思いますので、そういうところ

は計算上はちゃんと考慮がされていると考えています。 

○小林参考人 あと一つ、いいですか。 

○田中部会長 どうぞ。 

○小林参考人 すみません、簡単な質問を一つ。これはもう漁業者だけの水揚げ実績です

よね。遊漁の方の採捕の方のそこら辺はどうなっているんですかね。 
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○水研機構底魚資源部副部長 残念ながら遊漁のデータは入っていないです。飽くまで漁

獲されているものは一応漁業で漁獲されたものが全てだということで資源の計算を行って

いますので、ここにもし遊漁で実際に獲っているものが、本当は獲っているはずなんです

けれども、そこは数字があって何かしらどういうサイズを獲っていて、どれぐらい獲って

いるかというような情報があればここに取り込んで計算をすることはできるんですけれど

も、残念ながら今データがないということで現時点では入っていないということになりま

す。 

○小林参考人 やっぱりこれだけレジャー船とか遊漁船が増えて、かなりの漁獲量だと思

うんですよ。そういう面も加味されての資源評価を私たち漁業者はしてもらいたいと思っ

ております。 

○水研機構底魚資源部副部長 そういうデータがあれば是非やっていきたいと思います。

あと、水産庁さんにも言っていますが、すみません、お願いします。 

○田中部会長 なかなか完全なデータというのは今のところ得られないので、だから、あ

る程度仮説を立てて計算することはできると思うので、それは宿題にさせていただければ

と思いますけれども、全然分からなかったという方がいらっしゃいましたけれども、多分

分からなかったと思います。言葉が専門的過ぎるんだよね。だから、ＳＰＲとか言われて

もＹＰＲとか言われても言語明瞭、意味不明なので。 

○江口参考人 肝腎なところは専門用語で出すもので、理解できない。 

○田中部会長 だから…… 

○江口参考人 先生たちは分かるんでしょうけれども、本当に普通の漁師さんに肝腎なと

ころだけ…… 

○田中部会長 マイクをお使いいただいて。 

 だから、本番のときというかステークホルダー会議のときには、漁業者でも分かるよう

な説明が要るわけですね。そういう丁寧な説明がないと、まだこれは分かるけれども、２

系の説明なんかは多分漁業者が聞いても誰も分からないですよ、あの説明では。大体研究

者というか行政官ですらちゃんと理解できない。それを漁業者に理解しろなんて無理な話

で、だから、その辺ちょっと丁寧な…… 

○江口参考人 これが一番困っているよね。 

○田中部会長 一番理解しなきゃいけない漁業者に理解…… 

○江口参考人 肝腎なところを難しい言葉でうやむやとなってしまうし、こっちは理解が
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できないし。理解できるような言葉で発してもらえればいいんですけれどもね。 

○田中部会長 そういうことなんです。だから、そうしないと不信感につながっちゃう。

信用できないで、幾ら真面目にやっても。 

 どうぞ川辺委員。 

○川辺委員 御説明ありがとうございます。 

 すごく基本的な質問なんですけれども、今出されている漁獲量とかというのもそうです

し、それから、その後年齢別漁獲尾数とか資源量とかというふうに出ているんですけれど

も、このデータ源はどこなんでしょうか。 

○水研機構底魚資源部副部長 ありがとうございます。 

 まず、漁獲量です。これは基本的に農林統計と言われています農林水産省の統計部で出

されている県別の漁獲量というものが基本になっています。それから、年齢別の漁獲尾数、

これはうちの機構と各県の試験研究機関さんと一緒に調査をさせていただいておりますけ

れども、水揚げ物の漁獲物の組成ですね。それから、どれぐらいのサイズだと何歳ぐらい

のものかというものの一応基本となる数字がありますので、それを掛けまして、それを足

し合わせています。 

○川辺委員 それは各県で水揚げされたものをこういうふうにきっちりと大きさで何歳、

何歳というふうに積み上げたデータなわけですね。 

○水研機構底魚資源部副部長 はい。なかなかちょっとそこのエリアが非常に広いので、

このサイズだとこれは何歳という数字がなかなか正確に出すことは非常に難しいです。ち

ょっとその辺の参照する値とかが古かったりするところもあるので、そこは引き続き更新

して、よりよいものにしていきたいと思いますけれども、基本的には各県さんの地先での

漁獲物の組成から出しているというものになります。 

○田中部会長 よろしいですか。 

○川辺委員 その次の資源量というのは。その次の図のこれですね。これは。 

○水研機構底魚資源部副部長 この資源量はちょっと別の資料になります。すみません、

ちょっと御説明すると非常に長くなって時間もオーバーするのでやめましたけれども、資

料３－１でしょうかね。ここの何枚目かにコホート計算の方法、とても基本的な考え方で

申し訳ないですけれども、ここのところです。さっき北部系群の方でもちょっと説明があ

ったかと思いますけれども、成長でこれはちょっと逆算していくんですけれども、ある年

の３歳は前の年では２歳だった、その前は１歳だったわけですので、毎年どれだけ漁獲さ



- 59 - 

れたか、それから、自然でどれだけ死亡していたかというところを考慮しながら、過去に

どれぐらい、何歳魚が何尾いたかというのを遡って計算していくという方法になります。

これも飽くまで一般的な資源量の計算方法になります。 

○川辺委員 そうしますと、この資源量の推移で示されているデータというのは推定値で

あるということですね。計算の結果出された…… 

○水研機構底魚資源部副部長 もちろん海の中は数えられないので、計算で得られた推定

値ということになります。 

○川辺委員 その計算の元データは。 

○水研機構底魚資源部副部長 年齢別漁獲尾数と…… 

○川辺委員 というのがこちらで、その上にある…… 

○水研機構底魚資源部副部長 そうですね。それに…… 

○川辺委員 だから、対応しているということでよろしいんですか。 

○水研機構底魚資源部副部長 そうですね。 

○川辺委員 すみません。すごい基本的な質問でした。 

○水研機構底魚資源部副部長 ありがとうございます。 

○田中部会長 これは銘柄組成を使ったんですか。 

○水研機構底魚資源部副部長 各県さんによって方法は違うし、私も直接の担当ではない

ので・・・ 

○田中部会長 体調組成か銘柄組成かどっちか。 

○水研機構底魚資源部副部長  ちょっとすみません。担当じゃないので、そこまで細か

くここではお答えできないです。すみません、また後で回答してよろしいでしょうか。お

願いします。 

○田中部会長 多分この計算方法もにわかには理解できないだろうし、ブラックボックス

だというのが一番多分不信の原因になるわけだよね。だから、なるべく丁寧に分かりやす

く説明してほしいということだと思うんです。 

○江口参考人 どこからどういうふうに数字を出して、どういうふうな絵柄を作っていく

んですかね。ただ、もう言っても一緒だということで思っているんですけれども、しかし、

それではやはり漁業者の立場になった資源管理というか、ＴＡＣとか考えていかないと今

でも漁業者はもう減る一方ですよ、皆さん。ただ、先生方は本当に浜に入っていないから

こういう数字を出して、絵柄を出して説明するんですけれども、本当の今の漁業者は死活
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問題があるわけです。というのは、数字でトン数が上がらないのは何で上がらないか、昔

と。漁業者がいないわけですよ。だから、漁業者がいないということは市場に水揚げがな

いと。そして、その代わり遊漁がえらい増えてしまって、何倍も増えて、その漁獲は分か

らないというのが今の現実だと思いますよ。 

 ですから、うちの漁協でも放流をして、資源管理をして、体長制限をして水揚げが上が

っているんですよ。ですから、仮に熊本県でも開業したんですけれども、幾ら漁協は行政

と協働みたいに資源管理で種苗放流をやっていますよね。恐らくこのＴＡＣとか始まって

しまえば、もう放流事業はしないというような状況になると私は思っています。何でかと

いうと、そこまで漁業者が犠牲になるかと。一方では先ほど言ったように、遊漁はそのま

までいいと。ですから、漁業者から遊漁に転換する漁業者が増加すると。ですから、そこ

ら辺もやっぱり水産庁も考えて何でもしないと、マグロとか何とかを普通の漁業者は釣る

わけじゃないんですけれども、ただ、ヒラメとかマダイは漁業者が１人漁船で出て、近く

の浜で釣り上げて喜んで水揚げをするというような状況ですよね。それをＴＡＣとか何と

かかけてしまえば、もう漁業でいる価値がないんですね。ですから、そこら辺は十分皆さ

んやっぱり検討してもらわないと、先生たちは本当に私は今日言うつもりはないんですよ。

何でかというと、言っても言っても同じ繰り返しですから。もう少しやっぱり先生たちも

これだけの数字、評価を出せば責任を持ってやってもらわないと、ただこういうふうに参

考人として呼ばれて、本当に苦痛ですよ、私は。少しでもこういう会議で前向きに検討し

てもらえればいいんですけれども、ただ、先生たちの考えばかりで一方的でしょう。自分

たちの言ったことは変な言葉でかわされてしまって、全然通じないというような状況です

よ。 

 ですから、恐らく特にマダイとかヒラメをＴＡＣにかけてしまえば、恐らく漁業者はも

ういないでしょう。これはもう間違いないです。別に漁協に行っていなくても魚は釣れる

んですから、そこをやっぱり十分検討してやってもらわないと本当に漁業はなくなります

よ、皆さん。ですから、もう私は長くなるから話はしない予定でおったんですけれどもね。 

○田中部会長 貴重な御意見、ありがとうございます。また発言する機会を後で設けます

ので。 

○江口参考人 もうよかですよ。 

○田中部会長 確かにタイを10匹釣るより人間を２人釣った方がもうかると、そういうこ

とですよね。実際はそうなんですよ。 



- 61 - 

○江口参考人 これ説明しても一緒だよな。 

○田中部会長 資源の評価について一応ほかに。 

 では、鳥取県、太田さん。どうぞ。 

○太田参考人 親魚量があっても加入量がどんどん減っているという今の実態なんですけ

れども、これは例えばネオヘテロとかあるいは日本海西部は多分すごく生産性の海だとい

うのはいろんな論文でも出ていると思うんですけれども、そういったことが更に加速して、

なかなか親魚がいても加入が少ないと、そういう実態になっているんじゃないかなという

ふうに思うんですけれども、逆に言うと、こうやって獲り控えして一生懸命しても加入量

がないということは、親魚が増えないんじゃないかなというふうなことが思うのが１点と、

もう一つは親魚量の今2,000トンレベルのものが4,000トンになったときに同じような漁獲

実態で1,000トンに抑えるということは本当に可能なんでしょうか。その辺、実際に先ほ

どから漁獲の漁業の実態とかいろんなお話があるんですけれども、マグロでも例えば定置

網で今すごく入って困っているというようなこともあると思うんですけれども、相当漁獲

実態自体を何か変えないとこういったことが現実的じゃないんじゃないかなというちょっ

と疑問を持ちましたが、その点、御意見か何か頂ければと思います。 

○水研機構底魚資源部副部長 御意見ありがとうございます。 

 まず、加入量が減ってきているということの原因になるんですけれども、ヘテロボツリ

ヌス症でしたか、寄生虫による貧血症も確かに起こっているのは間違いないんですけれど

も、特に近年減少しているところの直接的な原因かどうかというのは定かではないです。

原因の一部ではあると思うんですけれども。 

 加入の減少の原因は正直今のところは突き詰められてはいないです。環境の変化といっ

たものも想定はされるでしょうし、そこのところはまたもう少し確認していきたいなと思

っています。ただ、少なくとも一部の海域では調査によって加入量が減ってきているとい

う御指摘も受けておりますので、あながち「減っている」というところが実際と全然違う

ということもないのかなと思っていますので、そこは原因としては今後も考えていきたい

と思っています。 

 それから、加入量が減少していく中で親魚がそこまで減っていないというところ、ここ

もいろいろ御指摘も受けているんですけれども、やはり一つはヒラメというのは成長がよ

くて、なかなか寿命も長いので、ある程度親魚としては現状では維持ができているのかな

というような気がします。ただ、今後これが続くとやはり少し心配なところもあるという
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ところで、漁獲の強さ的に今より少し抑えて長期的に見ていくといいのではないかなとい

うふうに考えています。 

 それから、今聞かれたことと少し違うかもしれませんけれども、減っていってしまって

いる状況がもし本当だとしたら、その中で資源をどううまく活用していくかというのはま

たちょっと別の考え方ができそうです。今後提案していいのかどうか分からないですけれ

ども、成長が早いというところをうまく生かして、加入が多少減ってきても長く資源とし

てうまく利用できる方法というのはあるのかなというふうに思っています。ただ、現状そ

こまで今ここで踏み込んでという話にはなっていないということになります。すみません、

ちょっと全部お答えできたかどうか分かりませんけれども、以上でいかがでしょうか。 

○太田参考人 あともう一点は、4,000トンというのが達成できたときに、実際今1,000ト

ンレベルで獲っていて同じような1,000トンになるということなんですけれども、2,000ト

ンの中で1,000トンを獲るのが今の漁獲実態ですよね。その4,000を1,000にするというの

に同じようないわゆる小型底びき網であったり刺し網であったり定置網であったり一本釣

りと、そういう獲り方を維持できるのは、すごい何かたくさんいるのに我慢しなきゃいけ

ない状況になるんじゃないかというのが思うんですけれども、その点というのは本当にど

ういう形で抑制できるのかというのを教えてほしいところです。 

○水研機構底魚資源部副部長 ありがとうございます。 

 現状の漁獲圧よりもかなり漁獲の強さとしては抑えることになるので、努力量を減らし

た状態で漁獲量としては同じぐらい獲れるということになると思います。 

○太田参考人 やっぱり漁獲を抑制しないと駄目ですよね、漁師さんの努力量を。そうな

りませんかね。要は何か操業日数を減らしたりとかして、たくさんいるのに獲り控えろと

いう形になるんじゃないですかね。 

○田中部会長 そういうことになります。 

○太田参考人 分かりました。そういう実態をきちっと説明していただければ全然、そう

いうことだということを漁業者さんに説明していただきたいなというふうに思います。 

○田中部会長 ちなみに加入が減っていて親が減らないのは、漁獲の圧力が減っているか

らなんですよ。だから、先ほどから漁業者の方は数が減っていると言っていましたけれど

も、それはもう正にこの計算結果がそのことを示しているわけですね。 

○太田参考人 分かりました。ありがとうございます。 

○田中部会長 子供は減っているのに親は減らないというのは、矛盾した結果といえば矛
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盾しているんだけれども、だから、獲り控えているからそういうことになるわけです。 

 もう一方。福岡県のどなた。松田さん。 

○松田参考人 先ほどから御説明ありがとうございます。福岡県の松田と申します。 

 この資源量のところで先ほど漁業者の人が言っていましたように、数字的なことを言わ

れても我々漁業者側としては感覚的にぴんと来ないんですけれども、今の資源量のところ

で1986年から2020年までの１歳から７歳までの資源量の推移を資料として表されています

けれども、この４歳以上の７歳までの資源量、親魚量ですかね。それは横ばい状態あるい

は徐々に増えている傾向にある中で、１歳魚から２歳魚、それが減っていますよね。これ

の要因として考えられるのは、我々漁業者の感覚では若齢魚が育ちにくい環境になってい

るんじゃないかなというような気がするんですよ。この資料の中には１歳魚からとなって

おりますけれども、ゼロ歳ももちろん、ゼロ歳から始まりましょうから。ですから、こう

いうふうな若齢漁が育つような環境にないから、高齢魚は多いけれども若齢魚は少ない、

こういうふうなあれが考えられるんじゃないでしょうか。そこはどう思われますかね。そ

こをちょっと説明してください。 

○水研機構底魚資源部副部長 御意見どうもありがとうございます。 

 この若齢ですね。ゼロ歳はちょっと資源計算上見えないんですけれども、１歳が少し減

ってきている。親魚は十分というか、余り変わらないぐらいいるんですけれども、１歳が

とても減ってきているというところは非常にこちらも懸念しているところです。先ほども

ちょっと言いましたが、加入量の調査をやっていらっしゃる県もありまして、ゼロ歳みた

いな、漁業では獲れない小さいサイズを獲る調査を、毎年やっているけれども、ちょっと

最近減ってきているというようなお話も聞いています。漁業の現場でどういう実感がある

かというのを私たちはお聞きできるとありがたいです。ヒラメは生まれてから浮遊期があ

って、海底につくサイズになって、沿岸域で着底して育って大きくなりながら沖に出てく

るという生態だと思いますけれども、そういう沿岸ですね、ごく沿岸のところの環境の変

化なんかの影響もあるかもしれないとは考えています。ちょっとそこのところをなかなか

調べるのは難しく、今お答えできなくて大変申し訳ないんですけれども、減っているとい

うところがどれぐらい確実かというところもあわせて確認しながらやっていきたいと思い

ます。 

 すみません、ちょっと答えにはなっていなくて申し訳ありません。 

○田中部会長 よろしいでしょうか。まだ研究としてはそこまで解明できていないと。子
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供の数が減っている原因については解明できていないということだと思うんですけれども。 

○松田参考人 ちょっともう一点、その加入量のところでそういうふうに若齢魚が育たな

い環境にあるから、当然若齢魚が成長しないから加入量は下がってくると思うんですよね。

ですから、そういうふうなところをきちんとやっぱり調査していただかないと、ただ単に

見切り発車的にそういうふうな資源管理のスタートをやられても、我々漁業者はそこのき

ちんとした説明をしていただきたいと思いますので、すぐにこういうふうな説明がありき

でスタートするんじゃなくて、そういうふうなところもきちんとここ何年かかけてから調

査した上でやらなきゃならない資源管理は我々も当然やる方向に向いていきますけれども、

そこの調査をきちんとしていただきたいですね。 

○水研機構底魚資源部副部長 御意見どうもありがとうございます。そこのところはやは

りこのヒラメの資源は特に重要な部分だと思っていますので、関係機関と協力しながら対

応を考えていきたいと思います。どうもありがとうございます。 

○松田参考人 そうすると、いいですかね。補足させていただきますけれども、私のとこ

ろは以前20年近く前までイカナゴの漁が主体漁業でイカナゴの漁で生計を立てておりまし

たけれども、ちょうど平成18年頃から環境が変わりまして、それまで獲れていたイカナゴ

が全く獲れないようになりましたので、親魚を他県から購入してきて、３年間掛けてから、

禁漁にしてから資源を増やすことに取り組みましたけれども、資源環境には欠ける、やっ

ぱり資源の回復には至らなかった経緯がありますので、そういうふうなところをちょっと

分かってもらった中で私が先ほどお願いしたそういうところの調査ですか、それをきちん

として、それで我々が十分に納得できる説明をしていただけるようにお願いしておきます。 

 以上です。 

○水研機構底魚資源部副部長 どうもありがとうございます。なるべく皆さん協力して当

たっていきたいと考えています。どうもありがとうございます。 

○田中部会長 ほかに資源の評価について何か御質問等ございますでしょうか。 

 なければ次に移りたいと思います。後ほど水産庁から参考人の皆様から事前に書面で頂

きました御意見等につきまして御紹介いたしますが、特に重要な点や強調したいことを中

心に、まずは参考人の皆様から御意見を伺いたいと思います。 

 今日は９名中８名の参考人に御出席いただいておりますので、１人５分をめどに御意見

を頂戴できればと思います。 

 それでは、参考人のうち資料２のリストの上から順にお願いできればと思います。最初
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は鳥取県の太田様、よろしくお願いいたします。 

○太田参考人 よろしくお願いします。 

 先ほど質問した件が１点だったんですけれども、もう一点がちょっと管理基準案の③と

書いたところの資料を出していただけるでしょうか。これは今までの限界管理基準に対し

て今回目標管理基準案として25％のＳＰＲというところを取るということなんですけれど

も、こういうふうな漁獲を実現するということは、今までよりもかなり高齢魚に偏ったと

いうか、高齢魚をたくさん獲ってそういう資源状態にするというふうな理解をしているん

ですけれども、実際に数量を獲り控えなさいというようなやり方だけして本当にこういう

ような年齢組成の資源状態あるいは漁獲物の実態にできるのかというと、自分も現場でい

ろいろと漁業調整とか調査とかも担当していて、とてもそれができるとは考えられなくて、

やはりもしこれを本当に実現させようと思ったら、要は今20センチとか25センチのものを

獲らないようにしましょうということが各県あるんですけれども、もっといわゆるサイズ

規制的なものをしっかりしなければ実際にこういうような資源状態にすることはできない

んじゃないかというのが僕の考え方です。 

 今回ＴＡＣを導入するということとＭＳＹ基準を導入するということを同時にやってい

ることが余りにいわゆる劇的な厳しい管理をしなきゃいけない一番大きな理由になってい

るんじゃないかなというふうに考えていて、例えばなんですが、ＴＡＣ導入するのであれ

ば、まず最初の限界管理基準ですね。今までの限界管理基準案のところでやりつつ、本当

にこのＭＳＹ基準を導入できるのかというところで、それが先ほど今日の資料で初めて

５％、10％というところは見させていただいたんですけれども、そういう形でやらないと、

もう一つは数量管理だけじゃなくてやはりサイズ規制的なものを同時に本当にやらないと、

漁業の仕方自体を変えないとこういうふうなことが現実にできると思えないので、そうで

あればどういうようなことの方針を考えているのかということをこのステークホルダーの

方でお話しするときには、しっかりそこも含めて、ただ単に数量はこうですよじゃなくて、

こういうような漁獲、漁業の実態に今後変えていくというところも示してもらえれば漁業

者さんもそれが受け入れられるか受け入れられないかは分からないけれども、理解できる

んじゃないかなというふうに思います。そういうところの丁寧な説明をお願いしたいです。 

 以上です。 

○田中部会長 太田様、ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、島根の堀様、よろしくお願いいたします。 
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○堀参考人 私は島根県小型底曳船協議会会長の堀と申します。そちらの方に声が聞こえ

ているでしょうか。 

○田中部会長 はい。聞こえております。 

○堀参考人 分かりました。 

 私は島根県の西部で小型船底びき網漁業を営んでいますので、底びき網漁業者の立場と

して特に強調したいことについて意見を述べさせていただきます。 

 事前意見書にも書かせていただきましたが、底びき網漁業という漁法の特性上、特定の

魚種を狙ってその魚種だけを採捕することができません。底びき網漁業においては、狙っ

ている魚以外の魚種の網への混入を防ぐことも不可能で、網を揚げてみるまで何が獲れて

いるか分かりません。そのような底びき網漁業の現場において、どうやってＴＡＣによる

管理、数量管理ができるか正直言ってイメージができません。このような状況の中、次か

ら次へとヒラメをはじめとした底びき網漁業の対象魚種がＴＡＣ管理の候補魚種として挙

げられ、議論が進められていることに大きな不安を抱えています。ヒラメのＴＡＣがいっ

ぱいになって採捕停止命令が出された場合、たとえ他の魚種を狙っていても、ヒラメの混

獲を完全に排除できるものではないので、残りの管理期間中、出漁すること自体ができな

くなるのではないかと心配しています。漁獲共済積立プラスである程度の補償があるかも

しれませんが、それでは漁業経営を維持し続けることはできません。ですから、国にはＴ

ＡＣを決めてそれを守りなさいと漁業者に言うだけではなく、どうすれば漁業者がそれを

守れるかについて踏み込んで考えていただきたいと切に願います。 

 ステークホルダー会合では機械的に算出された漁獲シナリオ等について議論するだけで

はなく、どうすれば漁業者は漁業経営を維持しながらＴＡＣを守れるかについて議論し、

漁業者が安心して納得してＴＡＣ管理に取り組める準備が整ってからＴＡＣ管理に移行す

べきと考えています。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○田中部会長 堀様、ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、福岡県の松田様、よろしくお願いいたします。 

○松田参考人 先ほど質問させていただきました福岡市漁業協同組合玄界島支所、支所の

運営委員会の会長をしております松田と申します。よろしくお願いします。 

 私どもの玄界島は住民のほとんどが漁業で生計を立てております。ですから、今回この

ような厳しいＴＡＣ管理になるようになれば、島全体が大きな死活問題となります。特に
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ヒラメは冬の収入源としてとても重要な魚種です。我々漁業者はヒラメに限らず、小型魚

の再放流や休漁日の設定など独自の資源管理に取り組んでおり、その重要性は十分理解し

ております。 

 しかしながら、玄界島支所では過去に不漁となった先ほど述べましたイカナゴを禁漁し

たものの、環境変化の影響で資源が全く回復しなかったという苦い経験があります。その

ため、資源の減少要因が明らかになっていなければ効果的な資源管理はできないと思いま

す。ＴＡＣ管理を否定するわけではありませんが、漁業生産の８割をＴＡＣ管理する、令

和５年度末までにＴＡＣ管理に移行するという目標ありきで議論を打ち切ることのないよ

う強くお願いします。 

 特に最近のカタクチイワシなどのステークホルダー会合の情報を聞いていると、ステッ

プアップ方式で強引に期限内にＴＡＣ管理を導入しようとしているように感じられます。

ロードマップにも新たな資源管理の推進に当たっては、関係する漁業者の理解と協力を得

た上で進めると明記されていることから、これからお話しする我々の疑問に対し納得いく

回答を頂いた上で進めていただきたいと思います。 

 まず、資源評価そのものについて、大前提として系群の範囲の決め方はどうしているの

でしょうか。私たちが漁獲しているヒラメは鹿児島と石川まで同じであるとのことですが、

地域が違えば水温も違い、産卵時期や成長に地域の個性が出てくるのではないでしょうか。

これを一くくりにして正しく評価できているのか説明をお願いします。 

 加えて他の系群、とりわけ海外との交流が本当にないのか、あるいは無視できる程度な

のか、その根拠を示してください。また、海の環境はこの30年で大きく変わったと感じて

います。加入が減少している原因も環境変化による部分が大きいのではないでしょうか。

特に漁業者の感覚としては、ヒラメ資源は餌となるマイワシやカタクチイワシの増減に左

右されると考えています。環境の変化がヒラメ自体に与える影響や資源評価への影響をど

う考えているのか教えてください。 

 ちなみに、この近年ヒラメ漁は若干不漁傾向にありましたけれども、本年は餌となるマ

イワシの回遊が近年にないような回遊を見られていますので、それに伴ってヒラメも豊漁

となっております。 

 次に、漁業者数や出漁日数は過去と比較して減少していると思います。これ以上漁獲圧

を下げたとして、本当に親魚量が増えるのでしょうか。また、過去最も漁獲量が多かった

90年代前半の２倍以上の親魚量が目標になっていますが、我々漁業者にとっては全く想像
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ができません。本当に実現できるのでしょうか。 

 続いてですが、漁獲シナリオについて、そもそも制度に疑いがあり、関係者が納得でき

ない評価結果に基づく漁獲シナリオを採用すべきではないと考えます。今回のような解析

手法次第で評価が大きく異なるような不安定な評価結果である場合は、飽くまで参考値と

した上で、休漁日の設定など実行可能な数値目標を定めて、暫定的な管理を行いながら資

源評価の精度を上げるための調査を行うべきだと提案します。また、ステークホルダー会

合では、漁獲シナリオを併せて具体的な経営支援策を提示していただきたいです。 

 水産庁は積立ぷらすによる経営支援で対応してほしいと説明されますが、積立ぷらすの

支援は制度上、漁期が終了した翌年になります。大幅な漁獲量削減になれば支援を受ける

前に廃業しなければなりません。また、漁獲量が大きく減ることで漁業者だけでなく漁協

の経営にも影響します。ほかにもヒラメを取り扱う地域の流通・加工、小売業者が廃業す

れば、資源が回復した後に売り先がなくなってしまい、何のために管理したのか分からな

くなってしまいます。経営支援策の検討に当たっては、このような課題を踏まえた上で検

討をお願いします。 

 また、ＴＡＣ管理によって漁業者の出漁日数や漁獲量が減ることで一番恩恵があるのは

遊漁船及びレジャー船だと思います。漁業者に厳しい管理を求めるのであれば、遊漁船及

びレジャー船にも同等の報告義務及び管理が必要と考えます。 

 最後に、改めてステークホルダー会合では我々漁業者が納得いく説明をし、締切りあり

きで議論が打ち切られることがないようお願いを申し上げまして、私の意見表明とさせて

いただきます。ありがとうございます。 

○田中部会長 松田様、ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、同じく福岡県の島田様、よろしくお願いいたします。 

○島田参考人 こんにちは。私は福岡市漁協小呂島支所の支所運営委員会会長をしており

ます島田と申します。今日はよろしくお願いいたします。 

 私ども小呂島支所には、主に刺し網でヒラメの漁獲をしております。私は離島に住んで

おります。漁業が主体の離島の漁業者にとって、高級魚に当たるヒラメは冬場の貴重な収

入源です。これまでも１月から３月といった制限された漁期の中で、休漁日の設定や網の

目の太さ、高さ、体長制限に取り組んでおります。資源管理の重要性は重々承知している

ところです。一方で、今回示された資源評価には理解が追いつかない部分がありますので、

我々漁業者の理解が深まるよう幾つかの要望をさせていただきます。 
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 まず、これまでマダイやブリで聞いてきた話では、１Ａ、１Ｂとルールについて、この

ルールの必要性や１Ｂの採用をしているのはなぜか、最も評価のよい方法ではいけない理

由を教えてください。そもそも昨年12月に公表された１Ａと比べた場合、評価の方法を変

えると結果が大きく変わるように見受けられます。このように評価にばらつきがあります。

必要なデータが十分でないと考えられる中、漁獲量を定めて管理を行うことが有効なので

しょうか。我々としては、できる範囲で管理を実施しながら正確なデータを収集する体制

を整え、評価が信頼できるようになってから改めてＴＡＣ管理の導入について検討すべき

と考えます。 

 また、１月25日の資源管理説明会で、近年若い魚の資源が減っていると聞きました。で

すが、資源管理をすると将来の漁獲量は今と大きく変わらないように、これまで大きなヒ

ラメが獲れるようになり、収入的にはよくなると聞いております。逆に言えば、１歳魚が

少なくなると見て取れます。親が減れば子が増えるという関係が明確に言えるのであれば、

若い魚が最大になるところを目指すべきではないでしょうか。そもそもこの資源評価は漁

獲量に基づいたものと理解しております。ＴＡＣ管理となった場合、数量管理による漁獲

量の減少で評価結果が実態より悪くなることは考えられないのでしょうか。 

 資源が増えたとして、それが評価に反映されなければ、魚群の襲来は増えても漁獲でな

い事態となり、予期せぬ混獲によりヒラメを狙っていなくても多くの漁業者が操業できな

いという大問題に発展すると思います。ＴＡＣ管理による獲り控えを反映した評価は可能

なのでしょうか。ＴＡＣ管理後の評価方法が確立していないうちにＴＡＣの導入をしても

うまくいくとは思えません。なので、見切り発車で走りながら考えるというようなことが

ないよう、しっかり準備していただくようお願いいたします。 

 続いて、ＴＡＣの運用についてですが、小呂島では刺し網が主な漁法であると説明しま

したが、県内を見渡せば釣りや底びき網漁業でもヒラメが漁獲されております。私たち沿

岸漁業者は魚群の襲来に当たって漁法を選択します。突発的な魚群の襲来により、ふだん

ヒラメを狙っていない漁業者が一斉にヒラメを狙い出すような事態になっても対応できる

ような柔軟な運用案を示していただきたいと思います。また、ＴＡＣの管理となった場合

には、漁獲報告が大変負担となります。国におかれましては、地域の実情をよく理解し、

沿岸漁業者の負担にならない報告の仕組みづくりをお願いしたいと思います。 

 最後に、大幅な漁獲を削減してヒラメが増えたとしても、また餌不足や棲み場所により

痩せて品質が悪くなったと影響を与えるのではないでしょうか。加えて漁獲が制限されて
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いる間、養殖魚に販路を奪われ、漁獲が増えても売れないという実態も想定されます。Ｔ

ＡＣ管理をするという手段にこだわらず、漁業経営を安定させるための資源管理手法によ

って幅広く検討をお願いしたいと思います。 

 以上で私の意見の表明を終わります。ありがとうございました。 

○田中部会長 島田様、ありがとうございました。 

 続きまして、小林様、よろしくお願いします。 

○小林参考人 長崎県の茂木漁協の小林です。 

 長崎県においては、今ヒラメ漁が最盛期を迎えております。うちの組合員も昨日も夕べ

ですかね、沖合に出てヒラメを一生懸命獲っております。その漁業者の現場、私も漁に出

るんですけれども、その一意見として漁業者の意見を言わせてもらいます。 

 最初に、ヒラメ資源管理手法検討部会の話を聞いたとき、まさか私たち小規模沿岸漁業

者までもが対象となると思っておりませんでした。私は長崎県の橘湾で祖父の代から３代

続いて小型底びき網漁業を営んでおります。まず最初に私の意見を言わせていただけるの

であれば、漁獲制限のある漁業制度には反対という意見を言わせていただきます。私たち

小型底びき網漁業は１人で漁船に乗り込み、沖合の漁場まで漁に出ます。海上では危険と

隣り合わせになりますが、魚を大量に獲ったときの喜びが何ら水揚げ保障のない漁師の一

番の魅力だと思います。そこに何らかの制限が掛かるのであれば、漁業の魅力が失われる

とともに、現在の漁業者、将来漁業を志望する人の漁業に対する意欲の低下につながるこ

とが心配でなりません。 

 ヒラメについてですが、現行のＴＡＣ魚種であるクロマグロやマアジとは異なり、長崎

県では長期にわたり漁業者が種苗放流に取り組んできた魚種になります。特に私が操業し

ている橘湾海域では、昭和57年より漁業者が種苗放流費用を負担して毎年種苗放流を実施

しております。橘湾海域では主に12月から４月までの間、ヒラメを小型底びき網により漁

獲しており、ヒラメは漁獲量の半分を占める重要な魚種になります。操業に際しましては、

エンジン出力の制限、休漁日の設定、小型魚の再放流などの資源管理に取り組んでおりま

す。 

 このように私たち海区では種苗放流と漁獲管理による資源維持・回復に努めてきた魚種

であり、長崎県では特に近年放流効果の高い海域への集中放流の取組により、確実に資源

量は増加していると実感しております。そのような中、ヒラメがＴＡＣ管理の対象となる

のであれば、現在までの実質的な漁獲管理と各海区の栽培漁業協議会での種苗放流事業に
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取り組んできた意味を問われるとともに、長崎県の沿岸漁業者の栽培漁業に対する意欲の

低下が懸念され、これまで築いてきた種苗放流の負担の仕組みが崩れてしまい、種苗放流

事業に取り組むことも難しくなるのではないかと危惧をしております。 

 特にここ３年間はコロナ禍の影響でヒラメの単価が下がっており、漁獲量を一定量以上

獲らないと経営できない状況でもあり、ＴＡＣ管理による漁獲制限がされれば、経営規模

の小さな漁業者にとっては死活問題になり得ると考えております。ＴＡＣ管理下において

は、将来資源が増加するか分かりませんが、漁業制限のある漁業になれば、10年後の漁業

者は現在の状況より激変すると思いますし、その時点で魚を獲る漁業者がいなくなってし

まえばＴＡＣ管理は誰のための政策なのかと強い疑問を抱いております。 

 また、ＴＡＣ対象が沿岸漁業者に限られた場合、遊漁船に対しての制限がないと不公平

感がありますし、漁獲制限となれば養殖業の需要が高まるとともに、私たち漁船漁業の衰

退につながるのではないかと考えております。既に私たちは資源管理には取り組んでいる

と考えておりますので、ＴＡＣ管理の導入には反対するという意見を言わせていただきま

す。仮にＴＡＣ管理が導入された場合、ＴＡＣ制限下における漁業収入の減少により生計

を立てていけるか、今非常に不安に思っております。どうか私たち小規模沿岸漁業者を守

っていただけるよう、国の方針をいろいろ講じていただくよう要望して私の意見とさせて

いただきます。 

 以上です。 

○田中部会長 小林様、ありがとうございました。 

 続きまして、代読ですか、次は。長崎県の柴山様、どなたか。 

○後藤参考人 よろしいでしょうか。 

○田中部会長 お願いします。 

○後藤参考人 長崎県の北部に位置する平戸市にあります志士伎漁業協同組合で組合長を

しております後藤と申します。 

 本来であれば当漁協の組合員である柴山一郎が参考人として出席する予定でしたが、ヒ

ラメ漁の盛漁期で出席ができなかったことから、私が意見を代読させていただきます。 

 それでは、まずヒラメの資源管理全般について意見を述べさせていただきます。 

 長崎県は全国におけるヒラメの漁獲量のおよそ５％を占める全国５位の産地となってお

りまするその中でも私が漁業を営んでいる県北海区は長崎県の中でも最も漁獲量が多い海

区であります。私は固定式刺し網漁業を営んでおり、ヒラメ漁で生計を立てておりますが、
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ヒラメの単価低迷により、以前より生活の余裕がなくなっている状況です。今後ＴＡＣに

より漁獲量が制限された際に漁業経営に多大な影響が出ることを危惧しております。 

 一方で、資源管理の重要性は地域全体で理解しており、資源管理計画に基づく休漁の取

組や漁業者負担による種苗放流等にも取り組んでおります。また、これらの取組の効果を

実感していることから、ＴＡＣによらずこのような自主的な資源管理の取組により対応す

ることを求めたいと考えております。漁獲量を制限する資源管理については漁業経営に直

結することから、これからの漁業の担い手の確保や育成に大いに影響を生じることになり

ます。そのため、漁獲量を制限する前に新たな資源管理制度に対応した新たな補償制度の

創設が必要であると考えております。このような対策がないとヒラメ資源の回復よりも先

に漁業者の減少が加速的に進むことを危惧しております。 

 続きまして、資源評価や将来予測などに対する意見を述べさせていただきます。 

 ヒラメの漁獲量の変動は資源の増減のみならず社会的・経済的影響等を受けて推移して

おります。特に近年は新型コロナウイルスによる需要の低迷やそれ以前から続く単価の低

迷などの影響を受けており、ヒラメが漁場にいたとしても採算を考慮して比較的単価の高

い時期にしか出漁しない状況があります。また、近年は時化の日数が増加したことや燃油

高騰により出漁の判断基準も変わってきており、単純に魚がいれば漁に行くというような

状況ではないことに御留意していただきたいと思います。ほかにも、ヒラメは広く回遊す

る資源であり、資源を共有する外国での漁獲の影響も十分に検討する必要があると思われ

ます。 

 以上、述べたように様々な要因がある中で妥当な資源の評価がされているのか疑問があ

ります。さらに、将来予測につきまして、ヒラメに限らず全ての水産資源は食う、食われ

るといった生態系の中に組み込まれております。そのため、たとえヒラメを獲り控えたと

しても餌となる水産資源が減少してしまう可能性がありますし、そもそも餌となる水産資

源の量が十分でなかった場合、予測どおりにヒラメが増えない可能性もあると思います。

ＴＡＣ制度が導入された場合、資源評価結果に基づく資源管理目標により漁獲制限が行わ

れることから、資源評価が私たちの漁業経営に与える影響は大変大きいものであると考え

ております。研究機関にはその重大性を認識していただき、責任を持って信頼性・妥当性

について十分に検討できる説明を頂きたいと思います。 

 最後に、あらかじめ意見を聞くべき関係者について述べさせていただきます。 

 水産業は裾野が広く、市場や流通業、加工業、冷凍・冷蔵施設、観光業、飲食業等にも
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影響が生じるため、これからの関係者にも意見を聞くことを検討いただきたいと思います。

具体的に例を挙げますと、平戸市では毎年１月から３月に漁協と観光・飲食業界が連携し

てヒラメを主役とした平戸ひらめまつりを開催しておりますが、漁獲量が制限されると、

これらの観光業や飲食業にも影響が生じるおそれがあります。このようにヒラメの主要産

地である幅広い業界に影響が生じますので、御検討をお願いいたします。 

 以上で意見とさせていただきます。ありがとうございます。 

○田中部会長 柴山様の代読、ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、熊本の江口様、よろしくお願いします。 

○江口参考人 先ほど少し言ったんですけれども、私は熊本県の天草漁協の組合長をして

います江口といいます。 

 意見書のとおりですが、特にお伝えしたいことを述べたいと考えております。 

 初めに、持続的な漁業のために資源管理が必要であることは重々理解しております。こ

のため、これでは私が代表を務めている天草漁協をはじめ熊本県内多くの漁協でヒラメ等

の共同放流や自主的休漁期間、体長制限等の設定と資源管理を実施してきているところで

ございます。これらの取組により最近ヒラメの漁獲量は100トン以上と比較的推移してい

ることでございます。このような状況で、今回御説明があった資源管理評価では、獲り過

ぎという評価をされているところに疑問を感じているところでございます。 

 先生方、研究者の方々には水産資源の予想という非常に厳しいことに一生懸命取り組ま

れていることは重々理解しております。だからこそ漁獲量を制限するＴＡＣ管理の根拠と

なる資源管理評価は十分議論されなければならないと考えております。また、これらの議

論は漁業者に資源管理を理解してもらった上で初めて成り立つものですが、正直感想とし

て資源管理の説明は先ほど私が説明したように専門用語や片仮名が多く、漁業者がなかな

か理解できると思いません。このため、今後開催をされるステークホルダー会合などでは、

より分かりやすく漁業者にも伝わるよう説明を工夫してもらいたいと考えております。 

 また、ヒラメは遊漁者にも人気が高い魚種であり、遊漁による採捕にはかなりの影響が

大きいと考えております。天草地域は観光地であり、週末には多くの釣り客が訪れており

ます。このため、最近では漁業者から遊漁者に転向する船も漁業者も増えています。もし

遊漁の規制がないままＴＡＣ管理を導入すれば、漁獲が制限される漁業から漁獲規制のな

い遊漁の方に転換する漁業者が増えるということは必至でございます。こうなった場合、

漁業者は身を削ってまでもＴＡＣを管理しているのに、遊漁には採捕量は増えるための資
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源は回復しないと。更に漁業者は魚が獲れなくなり、廃業者や遊漁船への転向が増えると

いう最悪な悪循環に陥る可能性があります。遊漁の資源に対する影響が分からないままで

漁業者のみを対象としたＴＡＣ管理を導入するのは、私は反対をいたします。 

 最後に、漁業者も資源管理の必要性は理解しております。資源管理型漁業を推進したい

と考えております。しかし、議論の進め方では令和５年までにＴＡＣ管理移行にこだわり

過ぎる余り、漁業者の主張が反映されないものと考えて危惧しております。ただ、この案

件でこのＴＡＣを漁業者のためのＴＡＣなのか、遊漁者のためのＴＡＣなのか、それとも

う一点、養殖業のＴＡＣなのか、それを十分先生方も検討していただきたいというふうに

考えております。 

○田中部会長 江口様、ありがとうございました。 

 続きまして、熊本天草の佐々木様、よろしくお願いいたします。 

○佐々木参考人 天草漁業協同組合長の佐々木と申します。 

 今先ほど江口組合長が…… 

○田中部会長 もうちょっと声を大きくしていただけますでしょうかね。 

○佐々木参考人 分かりました。天草漁協副組合長の佐々木と申します。 

 先ほど組合長の江口の方から意見がありましたけれども、重複する部分があると思いま

す。私も10年前までは固定式刺し網のヒラメを獲っておりました。よろしくお願いします。 

 まず、御説明にあった資源評価結果について多くの…… 

○田中部会長 もうちょっとマイクに口を近づけていただけますか。画面の方に向かって。 

○佐々木参考人 そもそも目標を親魚量である4,053トンという数値は1986年以降に経験

したことがない親魚量であり、果たして海の環境収容力として実現可能な目標なのかとい

う疑問が残ります。また、資源状況だけを勘案すればそのような結果になるのかもしれま

せんが、これでは漁業者の経営が到底成り立ちません。燃油や餌代の高騰により経営が逼

迫する中で、このような漁獲シナリオを導入すれば資源が回復する前に漁業者が激減する

と思います。1997年、親魚で109トンあった水揚げが2022年は37トンと３分の１に減って

おります。漁業者も高齢化が進み、船も古くなっております。その中でＴＡＣ管理をする

必要があるのか私には疑問があります。このため、ＴＡＣ管理の導入に当たっては、既存

の積立ぷらすだけでなく、新たな経営に対する支援や数量管理の緩和が必要と考えていま

す。 

 次に、ヒラメは多種多様な漁業手法で漁獲されており、それぞれで漁獲時期、サイズ、
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漁獲数量が異なります。このため、漁業者間に不公平が生じないように幅広い漁業者に対

して理解、納得できる説明をお願いします。また、天草地域では刺し網がメインになりま

すが、多くの魚種が混獲されるため、ヒラメで漁獲規制となった場合、操業自体ができな

くなり、漁業が成り立たなくなります。ＴＡＣ管理の導入の前に混獲による操業停止など

が生じないような仕組みづくりをお願いします。ヒラメは遊漁人気の高い魚種です。クロ

マグロのようにＴＡＣ管理を導入してからの遊漁規制を行うのではなく、規制開始時から

遊漁の規制が必要と考えます。今、東シナ海ではレジームシフトにより30年ぶりにオオイ

ワシが回遊して漁獲物の変化が進んでいます。現場の漁業環境を調査して、ＴＡＣ管理あ

りきで進めてほしくはありません。 

 以上であります。ありがとうございます。 

○田中部会長 佐々木様、ありがとうございました。 

 それでは、最後になりますが、全底の富岡様、よろしくお願いいたします。 

○富岡参考人 時間も非常に押しているようなので、もう皆さんおっしゃっていることと

全く同じで、まず１点目はこれまでの取組の成果も含めて、なぜ今回ヒラメに数量管理と

いうものを導入するかというその説明をしてほしいというのがまず一つあるんだと思いま

す。 

 二つ目は今もありましたけれども、混獲はもとより数量管理そのものを適切に運用する

ために具体的な方策、これ漁業者の一番の悩みだと思います。これは是非示してほしいと

思います。 

 ３点目はやはり遊漁の扱い、これは不公平感がすごくある話なので、これは不可欠だと

思っております。 

 願わくば、４点目は、実は今回のこういった改革なり何なりが漁業をどうしたいのかと

いうこと、目標を何にしているのかということを漁業者に分かりやすく説明してほしい。

要はゴールが見えなくて方法ばかりいろんな話が進んでいるということに不安を感じてい

るんだと思います。 

 最後にもう一つはさっきもあったけれども、スケジュールありきじゃなくて、今私が申

し上げたことをちゃんと漁業者の腹に入るように説明した上で進めてほしいなと思います。 

 以上です。 

○田中部会長 簡潔明瞭な御指摘、ありがとうございました。 

 それでは、参考人の皆様、ありがとうございました。 
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 続きまして、水産庁からヒラメ日本海中西部・東シナ海系群の基本的な考え方について

説明をよろしくお願いいたします。 

○資源管理推進室長 御説明します。資料７を御覧ください。 

 資源管理の基本的な考え方ということで、資源管理に関する意見や論点を整理するステ

ークホルダー会合に向けての課題、宿題を整理するという趣旨で取りまとめた資料でござ

います。 

 表紙をめくりますと、目次になっております。評価結果のおさらい、それから、この資

源について関係する地域の漁獲の状況についての基礎的な資料、３番目が本部会で議論す

る事項について事前に参考人の方々、意見表明者の方々から書面で提出いただいた意見を

取りまとめたもの、最後に今後についてという順になっております。 

 ２ページを御覧ください。 

 まず、先ほど御説明のありました資源評価の結果についてのおさらいです。漁獲量は97

年まで1,700トンから2,400トンで推移した後に減少し、2002年には1,314トンとなり、

2008年にかけて緩やかに増加したものの、その後は再び減少傾向ということで、直近の

2021年におきましては920トンということです。 

 漁獲圧につきましては、右下の神戸チャートのところにございますとおり1986年以降、

ＭＳＹを実現する水準、Ｆｍｓｙより高い水準にありますが、2019年以降は減少傾向にあ

るという状況です。親魚量につきましては、1986年以降、目標管理基準値を下回っている

状況ということです。 

 資源量につきましては、1986年から97年は4,300トン前後であったのですが、その後若

干減少し、3,100トンから3,400トンで推移。その後やや回復して3,800トンから4,400トン

となりましたが、2010年以降減少傾向が続き、直近の2021年では3,071トンと推定されて

いるということでございます。 

 下の緑色のところでございます。親魚量2021年は2,205トンということで、基準値の案

と比較しますと、目標管理基準値、限界管理基準値、禁漁水準、それぞれ4,053トン、

1,921トン、384トンということですので、限界管理基準値は上回っていますが、目標管理

基準値は下回っているという状況でございます。 

 下のところの「例えば」と書いてあるところは、現状の資源評価の結果の将来予測でご

ざいます。漁獲シナリオについて基本的な考え方、10年後に50％以上の確率で親魚量が目

標管理基準値を上回るというケースで考えますと、10年後の達成確率、右側にございます
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が、β１では44％ということで、50％以上となるのは0.9のときということでございます。

仮にこの考え方で現時点で2023年のＴＡＣを設定するとなれば、このβ0.9のところに対

応する漁獲量の平均値0.6千トン、これがＡＢＣの値となり、ＴＡＣの設定の基となると

いうことでございます。この場合の平均の漁獲量の将来予測としましては、徐々に増加し

て2030年にはＭＳＹ水準の1,1千トンと予測されるというようなところでございます。 

 続いて、３ページからが関係地域の現状についてということで、まず３ページにまとめ

がございます。 

 分布については左の分布図にあるとおりでして、石川県以西の日本海中西部海域と福岡

県から鹿児島県の九州西岸海域に分布、幼魚は内湾及び河口域の砂地のところに多く分布

しまして、成長とともに深い海域へ移動、分散するということです。漁獲は主に刺網、定

置網、小底、沖底、釣り・はえ縄など多種多様な漁法で漁獲されておりまして、県ごとに

主要の漁法も異なっているという状況でございます。90年代後半からは各府県で漁獲の体

長制限が行われておりまして、０歳魚の漁獲規制が行われているので、漁獲対象はほとん

どが１歳以上の個体と考えられるということです。 

 右側の参考漁獲シェア表というのは、最近の漁獲実績について３か年平均、５か年平均、

それぞれ１年ずつずらして実績シェアを計算しております。黄色いマーカーのしてあると

ころが漁獲量おおむね上位80％に含まれるところということです。従来、特定水産資源、

ＴＡＣ魚種については、おおむね漁獲量の上位80％に含まれる大臣管理区分、都道府県に

つきましては、数量を明示してＴＡＣを配分して数量管理するとしておりまして、この

80％に含まれない都道府県については現行水準という形で目安数量を示して、その範囲内

に収まるよう努力量等の管理を行っていただくというのが基本的な仕組みでございます。

したがって、同じ考えでＴＡＣを設定、配分という場合には、この黄色いマーカーのとこ

ろが数量明示になるであろう候補というところでございます。 

 ４ページ以降16ページまでは、大臣許可漁業である沖底と各関係府県、１枚ずつのシー

トで漁獲の状況の概要をお示ししているものですが、説明は省略させていただきます。 

 次に、３の本部会で議論する事項についてです。17ページから46ページまで、事前に参

考人、意見表明者の方々から書面で提出いただいた意見を項目ごとに整理しております。

それぞれ初めの黄色い部分というのは事務局で主な意見をピックアップして簡潔に書いた

もので、その後の青い部分というのは頂いた御意見をそのまま掲載しております。時間も

限りがありますので、項目ごとの御意見の紹介は割愛させていただきまして、47ページを
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御覧ください。 

 頂いた御意見を基に事務局で整理した御意見や論点のまとめ案というものでございます。

これはステークホルダー会合に向けた水産庁あるいは水産機構への宿題というようなもの

で、四つの項目に整理して取りまとめの案を作っております。 

 なお、事前に書面で提出いただいた意見を整理したものなので、本日御発言いただいた

内容については反映されていない部分もありますが、この後、皆様に御議論いただき、必

要な修正を行うこととしたいと考えております。 

 まず、漁獲等報告の収集についてです。２点ございます。スマート水産業推進事業の活

用等により、現場に過度な負担がかからないような漁獲報告体制の構築が必要。漁協、市

場出荷については把握が可能だが、市場外流通や遊漁の数量把握に課題があるというよう

な御意見を頂いております。 

 資源評価につきましては３点、資源評価については新型コロナウイルスの影響等による

漁獲努力量の減少や寄生虫の影響を反映すべき。資源評価に用いたデータと資源評価プロ

セスについて分かりやすく丁寧に説明すべき。経済価値を踏まえた暫定的な管理目標を設

定した場合の将来予測シナリオも示すべき。 

 資源管理については６点ございます。漁業者間で不公平とならないように平等な資源管

理体制を構築する必要がある。短期間に漁獲量が増減するような漁獲シナリオではなく、

中長期的に安定したシナリオを採択すべき。突発的な来遊への対応や漁業経営に考慮した

柔軟な管理方法、漁獲シナリオを検討してほしい。混獲種の数量管理を適切に運用するた

めの具体的な方策を提示してほしい。漁獲努力量による管理や放流量の増加等数量管理以

外の管理手法についても検討してほしい。漁獲規制がかかることを想定した休漁支援等の

経営支援制度を整備すべき。 

 最後、四つ目、ステークホルダー会合で特に説明すべき重要事項についてということで

４点まとめております。ステークホルダー会合での説明や資料は漁業関係者に理解が得ら

れるよう分かりやすくしてほしい。資源評価の精度、データセット、外国との交流、種苗

放流の効果、遊漁への考慮等について説明してほしい。ステップアップの考え方及びスケ

ジュール、具体的な資源管理方策について説明すべき。水産庁補助事業で設定したＫＰＩ

について、漁獲量が削減された場合の取扱いを説明してほしい、以上が全体としての論点、

意見の取りまとめの案というものでございます。 

 最後、48ページを御覧ください。 
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 今後についてでございます。こちらは検討の進め方を資源評価結果の公表から順に書い

たものです。本日は③の赤い枠で囲ったところ、資源管理手法検討部会で意見や論点を整

理するというところでございます。本日のここでの整理を受けて、今後ステークホルダー

会合を開催して管理の方向性を取りまとめていくということになります。その後、資源管

理基本方針の別紙としてヒラメ日本海中西部・東シナ海系群について具体的な内容を取り

まとめた案を作成しまして、パブリックコメント、水産政策審議会資源管理分科会への諮

問・答申を経て決定した後に管理を開始するという流れになります。 

 駆け足でしたが、私からの説明は以上です。 

○田中部会長 ありがとうございました。 

 この後、総合討論に移りたいと思いますが、ただいまの説明で質問等がございますれば。

後で皆さんでもう一度御議論いただくということになろうかと思います。 

 それでは、頂いた御意見を踏まえまして、総合討論に移りたいと思います。 

 これまでの説明や参考人等からの御意見を踏まえまして、当部会で論点や意見として整

理すべき内容について御意見を伺いたいと思います。主に資料７の47ページですね。御意

見や論点のまとめ案に関係する内容についてこれから御議論いただくということになるわ

けですが、まずは委員の皆様から御意見を頂きたいと思いますが、川辺委員、どうぞ。 

○川辺委員 では、お先にさせていただきます。 

 47ページなんですけれども、私の理解では漁獲と報告の収集、資源評価、資源管理とい

う三つの項目があって、その中でステークホルダー会合で特に説明すべき重要事項という

ふうにまとまっていくのかなと。上の三つの中での重要事項が最後に来るという理解なん

ですね。そういう理解で見ると、ちょっと何か違うんじゃないかなというふうに思うとこ

ろがありまして、まずステークホルダー会合で特に説明すべき重要事項についてなんです

けれども、それはもう先ほど富岡会長がおっしゃられたような点に集約されるんだろうな

と思います。五つおっしゃられましたけれども、少なくとも最初におっしゃられた三つで

すね。なぜヒラメに資源管理をするのかということです。多分それとこの四つ目の今回の

改革の目標ゴールは何かというところが一緒に説明されるべきではないかと思います。 

 それから、２番目におっしゃられたのが的確に運用するための施策というお話だったん

ですけれども、これは先ほどから参考人の方々の意見に出てきた漁業経営の安定のために

どういう手当てをしてくれるのか、あるいはこの意見書の中にあった収入の補償をどうい

うふうにしてくれるのか、そういったことにも関わるのかなと思います。それもまた必要



- 80 - 

だろうと思います。 

 それから、３番目なんですけれども、ここにさらっと遊漁への考慮というふうに出てい

るんですが、これすごく大事な問題だと思うので、多分外国との交流、種苗放流の効果な

んてよりもすごく大事なところなんだろうなと思います。この遊漁への対応、この三つに

ついては特に説明すべき重要事項なんだろうなというふうに思います。 

 もう一つ、スケジュールというのが今重要事項についての四つ目にあるんですが、何か

スケジュールについて説明すべきというと、もうこういうふうにやりますよというような

スケジュールについて説明するような印象を受けてしまうんですけれども、今までのお話

とかここに書いてあることでは、何かスケジュールありきではなくて、ちゃんと皆さんの

理解を得ながら進めてくださいよと、そういう感じだったと思うんですね。何かそういう

ところを分かるような書きぶりにしていただければいいのかなというふうに思います。 

 今のがメインなんですけれども、ちょっと補足させていただきますと、上の１、２、３

とあるんですが、１番目の漁獲等報告の収集についてなんですが、「スマート水産業推進

事業の活用等により」という言葉が私はどうしても見つけられなかったんですが、本当に

これがあるのかなと。そういうことよりもむしろ正確で素早い漁獲の報告が必要だけれど

も、人がいないような現場でそれが負担にならないような、そういう体制を考えてくださ

いとか、そういうニュアンスだったと思うんですね。何かここに書かれているニュアンス

というのはちょっと伝わっていないんじゃないかなというふうに危惧しました。 

 ２番目の資源評価についてに関しては、資源評価に用いたデータを分かりやすく説明し

ていただきたいということが書いてあります。これは本当にもっともだと思うんですが、

例えばデータでも統計で得たデータと、それから、調査を行って得たデータと、あと、珪

酸をして得たデータというのがあるかと思うんですね。先ほどの御説明だと、何か同じよ

うな図でトントンと出てきて、どこからが計算の世界に入っているのかというのがちょっ

とよく分からなかったので、何度も私聞いてはいるんですけれども、それでもちょっと分

かりにくいなと思いますので、もう少しこういう統計があって、こういう調査を行ったら

こういうデータが出て、これについてこういう計算をしたらこうなってというふうな段階

的な説明をしていただけるといいんじゃないかなというふうに思いました。 

 以上です。 

○田中部会長 それでは、木村先生、どうですか。 

○木村委員 先ほど北部の方でも言ったんですけれども、ＴＡＣ管理の意義、これをきち
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んと漁業者の方に理解していただくように努力していただきたいと思います。今回のこの

南の方の西部の方ですけれども、水研のいわゆる資源の評価からすると、多分これは現状

の漁獲圧をそのまま継続していても何の問題もないというのが今のこの結果だろうと思い

ます。 

 ただ、これは皆さんの漁業者さんの御努力によって、いろんな努力をしてきたからこれ

が今維持できていると思っているんですけれども、それではこれがいざ崩れてしまった場

合、大きく減少してしまった場合、どうするのか。枠組みがなければ何の規制も掛けるこ

ともできなくて、ただ単に皆さんの努力が無駄になったり、あるいはどうしようもなくな

ってしまうというようなことのいわゆる大きな枠組みの傘をかけるという意味合いで私は

ＴＡＣ管理というのがあるのかなと思っています。 

 先ほどから遊漁者の規制はとても重要だというお話があったんですが、ＴＡＣ管理の中

で初めて遊漁者の規制とかも私は水産庁が網をかけることができるのかなと思いますので、

またこういうふうな規制をすることによって漁業補償をどうするのかとか、そういう議論

にも多分将来つながるんだろうと思います。なので、是非ＴＡＣ管理をすることによって

いい点ですね。今まで漁業者さんが努力してきたものに加えて、こういったことを導入す

ることによって漁業者にとっても非常に有益な点があるということをもっと強調されて、

具体的なお話をされる必要があるのかなというふうに感じていますので、ステークホルダ

ー会議のところでは是非ＴＡＣ管理の意義、それを丁寧に説明していただきたいなと感じ

ています。 

 以上です。 

○田中部会長 ありがとうございました。 

 私も一応委員の一人なので、簡単に。まず、今の資料なんですけれども、これ上限下限

のルールをせっかく計算していただいたのに、割当ての計算のところにはこれが反映され

ていないような気がするんですが、ちょっとこの点も御検討いただければと思います。 

○資源管理部長 ステークホルダー会合のときはまた別途。 

○田中部会長 別途やる。分かりました。 

 あと二つあるんですけれども、一つは富岡さんが言われたビジョンみたいな話なんです

けれども、私何年か前に底魚漁業の適正規模と日本の規模を書いたことがあるんです。

2005年ぐらいの産業規模が適度で、3,000億ぐらいの超過利潤があるんです。これ10万人

で分けても１人300万円ぐらいの収入になるので、相当な利益があると。そういうビジョ
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ンをやっぱり水産庁が示すべきだろうというふうに思うわけで、それからもう一つ、再三

漁業者の方からも出ているんですけれども、混獲ですよね、底魚漁業は。いろんな魚が同

時に獲れちゃうんですよ。獲り分けるのがやっぱり難しい。だから、ある程度プールした

ヒラメ単独ではなくて、何種類かまとめた格好の枠でないと、まず真面目に守った人が損

をすると。そうでない人は例えば捨てちゃえばいいわけで、洋上投棄が増えるだけで、結

局資源の無駄遣いになるだけなんですよ、このＴＡＣ管理をやっても。 

 だから、やっぱりそういう無駄なことが起こらないようにするためには漁業者の方々に、

先ほど木村先生がおっしゃっていましたけれども、よく理解してもらうことも必要だし、

安全面じゃないけれども、融通なり何なりで円滑にできるような漁獲割当ての制度がやっ

ぱり不可欠だと思います。ちょっとコメントですけれども、今すぐ解決できる問題じゃな

いんですが、と思いました。 

 以上です。 

 それでは、お二方の委員、ありがとうございました。 

 引き続きまして、参考人の皆様で何か御発言があればお願いします。 

 どうぞ江口さん。 

○江口参考人 先ほど木村委員さんが言われたように、やはり先生方も水産庁の方もはっ

きりと明確にこういう数字とか何とかを出すのも必要と思いますよ。しかし、このＴＡＣ

をすることによってこういうふうに変わりますよということを全然申し上げないで、ただ

ＴＡＣをかけよう、かけようと。それがなくして木村先生の言われるように、この漁業者

にＴＡＣをかけることによって、仮に遊漁者の方も同時にやりますと。それに対して魚を

増やしますという言葉が一切出てこないわけです。何回、何十遍言っても。それが私はや

っぱり欲しいなと。そしたらやっぱり漁業者もやろうという心になるんですけれども、一

方はやって一方はしないと。漁業者もしますから、同じくやりましょうという話をやっぱ

り熱く語らないとなかなか難しいと思いますよ。 

○田中部会長 ありがとうございました。 

 これはもうこの会議だけじゃなくて再三いろんなところで出ている話だと思います。何

のためにして、どういうメリットがあるのか。何も説明なくて規制だけしろと。それは納

得できないというのは…… 

○江口参考人 規制ばかりでもな。規制の数字もどこから持ち出してきたか明確に分から

ない、我々は。 
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○田中部会長 納得できないと。毎回そんな感じなんですよ。 

○江口参考人 やっぱりこの会議を何回、何十遍しても一緒と。うちの佐々木組合長だけ

来ない。一緒に出席する予定だったんですけれども、もうあなたたちに言っても話が通じ

ないということで今日は。聞こえていたか。いや、本当だから。腹かえてこらっさんなっ

ていた。 

○田中部会長 いやいや。もうその点は水産庁ほかによくお願いするしかないので、宿題

として。 

 ほかにございますでしょうか。 

 どうぞ小林さん。 

○小林参考人 広い意味の資源のことなんですけれども、各県で種苗放流を続けてきた魚

種だと思うんですけれども、このＴＡＣ制度が導入された場合、さっきも意見の中で言わ

せてもらいましたけれども、漁業者の意識の低下によって栽培漁業が崩壊して放流事業が

できなくなるんじゃないかと私もずっと考えております。その場合、ＴＡＣ制度だけで資

源管理ができるのか、強く疑問に思っております。やっぱり私は現場、漁にも出るんです

けれども、種苗放流をしない限りは資源管理はできないと思っておりますから、そのＴＡ

Ｃ制度導入後の栽培漁業がどうなるのか、そこを一番危惧しております。 

○江口参考人 やっぱり慎重にこれはしないと、会長。やっぱり慎重にしないと、今小林

さんが言われたように、やはり漁業者に資源をどうにかしないといけないというところで

やっぱり資源管理、放流事業を行っているわけですよ。これに規制を掛けてしまえば何で

金まで投入して資源管理をする必要があるのか。そしたら、水産庁がそういう資源管理を

すると、全部放流事業の負担をしてくれ。それだったら納得すると思いますよ。何もしな

いで水産庁は規制、規制とあるかと私は思いますけれどもね。いや、本当ですよ。 

○田中部会長 いや、分かります。 

○江口参考人 放流して魚を増やして漁業者を獲りましょうと。しかし、放流して魚を獲

るなと水産庁が言うなら、その放流の負担をしてくれれば。 

○田中部会長 そういう論理になりますよね。種苗放流はするけれども、獲るなと。それ

はおかしいだろうと。確かにそういう論理にはなりますよね。 

○江口参考人 何のために。そしたら、栽培漁業も崩壊するんですよ、小林さんが言われ

たように。タイでも一緒です。 

○田中部会長 確かにそういう論理にはなりますよね。 
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○江口参考人 そういう話は出ていますよ、漁協内で。栽培漁業はやっぱり放流事業でい

い方向に来るから、放流事業は皆さんでしましょうというところで漁業者は頑張っている

んですけれども、上の方からそういう放流事業はしなさいと。魚は獲るなというばかげた

話があるんですか。私もこういう言葉で言いたくないんですけれども、もう頂点に達して

いるんですよ、ずっと。 

○小林参考人 江口組合長に付け加えて言わせてもらえば、私たちは放流負担金を身銭で

払ってきたじゃないですか。じゃあ、これまで資源を作ってきた私たちの努力は何になる

と言いたいんですよ。 

○江口参考人 そうでしょう。もう言いたいんですよ。早くやめないと帰られないように

なる。 

 いや、本当を言うなら、会長、これは本当に慎重に考えないと漁業者は本当に話になら

ないですよ。そして、栽培漁業が崩壊するんです、間違いなく。 

○小林参考人 あと一つ、よろしいですか。 

○田中部会長 どうぞ。 

○小林参考人 栽培漁業の中には、うちの海区で言えばあと４漁協あるんですけれども、

それ自体ももう止まってしまうことになるんです。日本全体の栽培漁業が駄目になってし

まうということなんです。ＴＡＣ管理の中でちゃんと資源管理ができるかといったら、私

は絶対できないと思います。 

○江口参考人 私もそう思います。 

○田中部会長 ちょっとその辺は考える必要がありますね。これ結局お金を出しているわ

けだから、所有権とは言わないけれども、投資しているわけですからね。 

○江口参考人 熊本県でも二、三日前、栽培漁業の管理協議会をやったんですけれども、

やっぱり放流事業はする必要はないんじゃないかという話も出ております。水産庁の方は

やっぱり慎重に今の意見を聞いておいてください。これは本当に重要な問題ですよ。これ

が本当にそういう方向に行ったときは、もう崩壊してしまうんですよ。 

○田中部会長 だけれども、これ何か文言を入れた方がいいかもしれないですね。 

○江口参考人 どうしても小林さん、自分がどれだけ意見を述べても誰も取り上げてくれ

ないし。 

○小林参考人 重々私たちは熊本県から長崎県から来た声を大いに聞いてもらって、反映

させることを頑張ってきました。よろしくお願いします。 
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○田中部会長 では、何か入れますよ、ここに。栽培漁業の何だろうな、継続。 

○江口参考人 木村委員が言われるように何のメリットもないんですよ。ただ規制を掛け

て、ＴＡＣをかけようという話だけですよ。 

○資源管理部長 よろしいですか。 

 幾つかこのまとめの紙に入れないといけないことがあるんだというふうに認識をしまし

た。一つは管理に当たっての遊漁との関係ですね。これを明確にするというのが一つ。あ

と、今言われましたように、管理ということでいきますと、栽培漁業との関係をしっかり

考慮して管理を考えないといけないということだと思います。 

 あと、若干ちょっとかぶるかもしれませんけれども、目標とか出口というんでしょうか

ね、そういったものをしっかり明確にすべきじゃないかという話がありました。その管理

することによる。それに関連してはちょっと適正規模が示せるかどうか分かりませんけれ

ども、そういった話と管理の方法としては数種類をまとめたといいますか、そういう管理

の方策も検討すべきじゃないかということでした。 

 さらに、木村委員からありましたようにＴＡＣ管理の意義というものをしっかり皆様に

分かってもらえるように説明すべきだというようなことがありましたので、五つぐらいあ

るのかな。五つぐらいの項目は増やさないといけないかなと。少なくとも今御指摘を頂い

たものでは感じました。 

○田中部会長 では、そちらはこちらで入れるということでお任せいただけますでしょう

か。 

○江口参考人 今日は発言した価値があったかな。 

○田中部会長 いやいや、あったと思います。 

○江口参考人 本当ですか。 

○田中部会長 ええ。本音を言わないとこういうときは駄目なんですよ。言いたいことを

言う。 

 ちょっと待ってください。福岡県、どうぞ。どなたですか。松田さんですか。 

○松田参考人 私から３点ほどお願いがあります。 

 まず１点は、この47ページの資源評価についてのここで新型コロナウイルスの影響と寄

生虫の影響を反映すべきとここにありますけれども、この中にコロナや寄生虫だけではな

くて、私が再三申しておりますように環境やイワシなどの餌生物の影響も反映していただ

きたいと思います。これがまず１点。 
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 ２点目は、ステークホルダー会合では今日説明していただいた１Ｂルールありきの考え

方だけではなくて、漁業者が多数来られると思いますので、１Ａルールについても漁業者

が分かるように説明すべきと加筆してください。 

 もう一点は、私も今日質問しましたようにステップアップについてちょっと説明された

ことを私は聞いたことがありませんので、今日ここは簡単でようございますので、このス

テップアップについて説明してもらえませんか。お願いします。 

○田中部会長 よろしいですか。ここに入っていると。それから、寄生虫のものは寄生虫

や生態系とか何かそういう文言を挟むと。 

○松田参考人 環境…… 

○田中部会長 環境や生態系への影響。 

○松田参考人 寄生虫だけではなく、環境や餌、イワシ等の餌生物の影響もあるというこ

とを。 

○田中部会長 ということの文言を挟むと。よろしいですか。 

○松田参考人 １Ａについても漁業者の皆さんに分かるように説明して…… 

○田中部会長 これは機構の方の宿題だな。 

○松田参考人 最後はステップアップですかね。この方式についてここで簡単に説明して

いただきたいと思います。 

○田中部会長 よろしいですか。ありがとうございます。 

 では、そのように修正をした上で分科会の方に諮るということにさせていただきたいと

思いますが、細かな文言についてはこちらでお任せいただいてよろしいですか。 

○松田参考人 いえいえ。そのステップアップについて今日ここでちょっと簡単に説明し

ていただけますか。 

○田中部会長 今ここでステップアップについて簡単に説明してくれと。では、お願いし

ます。 

○資源管理推進室長 ステップアップの考え方というのは、新たにＴＡＣ魚種に追加する

ときに１年目、スタートの年から従来の、今の既存のＴＡＣ魚種と同じような管理をいき

なり始めるというのはなかなか難しい状況があるので、緩やかな運用から始めて段階的に

既存のＴＡＣ魚種と同じような管理に移行していくという考え方で進めていこうというも

のです。 

 １年目は、まずは漁獲報告をしっかりしていただくというところから始めるような形で、
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操業を止めていただくようなことまでは、最初のステップ、今資料が出ましたね。ステッ

プ１、２ではそのようなことまではしなくて、ステップ３に入った時点で、ステップ３か

らいわゆる通常のＴＡＣ管理と同じような形でやっていくというような形で、いろいろ今

御指摘いただいている課題への対応は当然していくわけですけれども、ステップ１、２の

中でも出てくるような課題もあると思います。そういったものをしっかりと解決していき

ながらステップ３に入っていくと。そのステップ３はＴＡＣ開始の４年目からそこに入っ

ていくように我々はしっかり取り組んでいきたいというような形でのことを考えていると

いうものでございます。 

○田中部会長 よろしいですか、松田さん。 

○松田参考人 最長３年とありますけれども、これがきちんとしたステップアップがなさ

れてから次のステップに移行するならいいんですけれども、すぐ始まるんじゃないですか、

このステップはと言っていますけれども、そこはどうなんですか。 

○資源管理推進室長 この資料の中で、今出ている資料で最長３年間と書いてありますけ

れども、ここはもう３年たったら自動的に本格的な通常のＴＡＣ管理と、そういうことを

意味しているのではなくて、ステップ３に移れるようなところの対応をこの３年間の中で

しっかりやっていって、その上でステップ３に行きたいということです。我々としまして

は、そこはある程度スケジュールを持った上で課題の解決ということに取り組んでいかな

いとなかなか前に進まないというところ、解決するべきものはしっかりとその間で解決し

ていくということで最長３年間とお示ししているというところです。 

○松田参考人 はい。分かりました。そういうふうなステップアップをきちんと踏まれて

からそういうふうな管理がスタートするならスタートするでようございますけれども、そ

こを簡単にすぐ始まるんじゃないかなというような不安がちょっとありましたので、そう

いうきちんと議論していただいてやってください。お願いします。 

○田中部会長 よろしいですか。 

 どう考えてもいきなりこれだけ多様な沿岸漁業でヒラメの漁獲量管理なんかできるとは

とても思えないので。 

 それでは、よろしいですか。あとはこちらでまとめるということで。 

 いや、一応これをまとめなきゃいけないので、我々は。仕事はこれで終わらないので。 

○川辺委員 すみません。ステップアップを多分私たちは初めて拝見したので、何だった

んだろうと今話していたところなんです。 
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○田中部会長 なるほど。今お話ししたように、もうこの沿岸漁業でいきなりはできない、

きっと。 

○江口参考人 そういう横文字ばかり使っても分からない。昔だったら段階的にやってい

きますと。１年、１年段階的にやって、何か横文字ばかり使っているぞ。だから、分から

んわけよ。そこでやっぱり漁業者が戸惑っておるわな。 

○田中部会長 では、こちらでいいですか。まとめるということで。 

 それでは、これで一応議論を打ち切らせていただきまして、あとの宿題はこちらで文章

をまとめるということにさせていただきます。 

 水産庁からの発言もありましたとおり、今回頂いた御意見も踏まえまして、私ども部会

でヒラメ日本海中西部・東シナ海系群に関する論点・意見を取りまとめることとしたいと

思います。取りまとめの内容につきましては、ここにいる委員３名に一任とさせていただ

きたいと思います。また、この取りまとめ文書については、後日、水産庁のホームページ

で当部会の検討結果として公表するとともに、部会の運営規則第２条に基づき、資源管理

分科会に報告することとします。水産庁におかれましては、本件に関する資源管理分科会

での取りまとめを踏まえまして、ステークホルダー会合での具体的な管理に向けた議論の

準備を行っていただきたいと思います。 

 それでは、ヒラメ日本海中西部・東シナ海系群に関する議題はここまでとさせていただ

きます。皆様には熱心な御議論を頂き、誠に感謝申し上げる次第でございます。 

 次の議題はその他ですが、事務局から特にはないということですが、委員の皆様から何

かございますか。 

○江口参考人 もうしゃべれば終わらんがな。水産庁には放流事業の負担をしてくれと。 

○田中部会長 いやいや、本当にちょっとその点はよく考えないといけないですね。 

○江口参考人 会長、終わりましょう。 

○田中部会長 はい。ありがとうございます。 

 それでは、本日予定しておりました議事につきましては、これで全て終了いたしました。 

 これをもちまして、第12回資源管理手法検討部会を終わらせていただきます。 

 長時間にわたり、お疲れさまでございました。議事運営に御協力いただきまして、あり

がとうございました。 
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